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ᡶǉ地域医療ನे ᳸ӸӞ屋・ࢌރ中部 
医療חの現ཞと今後のᡶめ方᳸ 

  
ң会 ࠝ˓理事 

医療法人ฌ水会 Ⴛ生山病院 

理事長 ˱ᕲᝮʁ 

 
Эӭでも地域医療ನेに関するᚡᡓであったが、今இもțットな話題のため、ஜӭも地域医療ನ

ेにおいてஇ大の関心事である病機Ꮱ᠃੭のᡶཞඞについてإԓする。 
地域医療ನेをᢋ成するためのɟつの手െとして、地域医療連携推ᡶ法人がо設された。ग़ჷჄ

では、ᕲဋ̬ͤᘓ生大ܖ病院を中心とした、� 医療ח 22 法人がӋьされているރɤ会がஊӸƩ。

しかし、ރɤ会では � 医療חにもឿいでいるため、病機Ꮱᛦૢは難しく、行わないことになって

いる。この、病機Ꮱᛦૢを行わない地域医療連携推ᡶ法人に対し、ឃԁɲᛯがあるが、実ᐮに

おいてはᕲဋ̬ͤᘓ生大ܖ病院ほど大きな病院は、ࢌރி部の病院のǈならず、ӸӞ屋ࠊ˂多くの

˂医療חとขく連携している現実がある。それならば、この連携医療設間で病機Ꮱᛦૢをする

ことは、実ᐮにұした病機Ꮱᛦૢと連携がӧᏡであり、現実的とも言える。病ሥ理のため 2
ഏ医療חで話をᡶめるのはᑣいが、今後このようなח域をឬえた連携がଏにЈஹ上がっている地域

ǁの௩᠂な対応とᛦૢが、に必要となるƩǖう。 
ɟ方、ӸӞ屋ி地ғではӸӞ屋ᇹʚហҗ܌病院、かわな病院、Ꭲᩙ病院を中心にӸӞ屋ி部地域

医療連携推ᡶңᜭ会が発ឱした。ଏに 25 病院がӋьされており、連携推ᡶ法人の࢟७はとらない

ものの、病機Ꮱと機ᏡЎ化・連携に関しても౨᚛することになっており、地域医療ನेのᡶޒが

ࢳされる。連携推ᡶ法人の࢟७をとらず、話をᡶめていることからも、法人МႩを目的とはして

おらず、必要なためңᜭするئを設けていることはଢらかで、あるॖԛ、行政のࢳする地域医療

ನेの推ᡶを目指しているとも言える。それならば、Ӌь設間でのᛦૢに留まることなく、ӸӞ

屋ࠊி部すべての病院とஊ診療所をԃめたңᜭがஓましく、ӧᏡであれば᩼ともࢳしたいも

のである。同様の動きは、ி地ғに留まっておらず、ᙱ地ғではᇹɟហҗ܌病院を中心に、Ҥ部地

ғでは中ʮ病院を中心にᡈᨩの医療機関とのңᜭ会がڼまっている。に҅地ғでもӸӞ屋医療ǻ

ンターを中心にңᜭ会が発ឱするʖ定である。 

現נ、ӸӞ屋・ࢌރ中部ח域は人ӝ 243 万人ឬ、病院ૠ：13�、ஊ診療所：130 の巨大ח域で

あり、このμ˳の৭੮、ᛦૢを行うため、ग़ჷჄ病院ׇ˳ңᜭ会会長のිဋٟᢹ先生のԠƼかけで、

病院長のჽ߷ ฌ先生がˊᘙ܌を設けられた。ӸӞ屋ᇹʚហҗئ域すべての病院に対し、౨᚛のח

σஊ、推ᡶ支援などを行っていくǪフǣシإ域μ˳を৭੮し、ऴח中部ࢌރ・事となり、ӸӞ屋࠴

ャルな会のˮ置づけとして、ӸӞ屋・ࢌރ中部ח域地域医療ನे౨᚛会が発ឱした。このように、

ӸӞ屋・ࢌރ中部医療חにおいては、μ˳とӲ地ғでのᛦૢがڼまった。˂の医療חにおいても、

今後ᛦૢがᡶんでいくƩǖう。 
またᛦૢのئにおいては、࢘ではあるが、すべての医療機関はᐯらの設の܍ዓもかかってい

るため、地域の医療ニーǺにұした病機Ꮱ᠃੭にμ᩿的にңщしていたƩけるかはɧᡢଢで、μ

設Ӌьのңᜭがいかに難しいかは理解している。このࡇ、地域医療ನेのためにӲᣃᢊࡅჄ࠻及

ƼӲᣃᢊࡅჄ医師会にᣐࠋされるȇータȖックとしては、'P& ȇータ、病機Ꮱ別医療ᩔ要の˂、

巻頭言
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大ႻઞӸӞ屋ئ所とႻઞကӟ 
ᲧࢌރӸӞ屋は؉でもつᲹᲧ 

 

ң会 理事 

医療法人ଢ和会 ᡁ村外科病院 

                         理事長 ᡁ村 ʭ 
 
పᩋᆰをめつつ、もう�உにλってしまった。ҾᆜのዸめЏりまで後;かである。大ႻઞӸӞ

屋ئ所はᆇѬのが್ዠにଞᡶしてИめての土̵λり、ૼ 大関高安の活をಏしǈにされる方も多

く、Э٥りУも٥ܦཞ७と聞く。ʁしぶりのႻઞ人ൢに今ئ所は大いにඖきそうなʖज़がする。И

ଐのЭଐにはᚑれٽᱛがӸӞ屋ࠊ内をり、に注目をᨼめる。そんな中、ΨЭ᪽大ᐱ関こと大ᐱ

˦行ӽのႻઞကӟをᎮく機会があった。ࢬは、長ǪリンȔックのᢠ手ׇ解ׇࡸでଐஜႻઞң会を

ˊᘙしてႻઞကӟを৺ᩧしたኺഭをਤつ。現נは、ജ手としてステージ、ȟュージカルなどでࠢ広

く活している。ஜئ所ではᎮかれないが、地方߹ಅやႻઞ関̞のȑーテǣーでႻઞကӟがもては

やされる。さて、Ⴛઞကӟとは˴Ʃǖうかᛦべてǈた。 

「ᑶႻઞや߹ಅႻઞの土̵上でщٟが৺ᩧするကӟ。ကӟはଐஜ民᜕のɟᆔで、ႻઞကӟはӸӞ屋

ကӟの්れといわれる。щٟが˷ᐻ的に土̵でうたい、それにӳわせて៉ったのでこのӸが生まれ、

൶ৎ時ˊからڼまった。「どすこい、どすこい」のかけ٣がλる。 Јχ Ȗリタニカ国際大

ႊ科事χよりɟ部ોዻ」 
 
そんなഭӪのあるႻઞကӟにӸӞ屋を題したものがあった。「ӸӞ屋のཚ」という๖ᆚなタイト

ルのကӟである。先のӸӞ屋ࠊ長ᢠਫでもங造でのӸӞ屋؉ܣټ᧚ࣄΨが話題となった。また、ग़

ჷჄ˳育のૼሰᆆ᠃についてもӸӞ屋؉地と関̞がありこちらも話題になっている。 
 
 
ӸӞ屋のཚ 
 
ア᳸ࢌރӸӞ屋のお؉のɦでヨ᳸ ア᳸ドスǳイ ドスǳイ 
ア᳸ཚがɤҒᨼまって ˴やらȒソȒソ話する țイ 
そこでហཚဎすには  ᡈ᪭ɭの中ɧൢで  țイ 
わたしǌお൶ৎǁЈᆙƗに  ዓいて᱅ཚဎすには 
わたしǌුᑶǁЈᆙƗに țイ സったႉཚဎすには 
わたしǌどこǁも行きやせƵ țイ そりǌӍ˴かと問うたなら 
ɭのƟれജにもあるように  ˙Ѭはでもつは˙Ѭで țイ 
 ӸӞ屋はヨ᳸țțイ  ア᳸（ႉ）؉でもつよࢌރ
ア᳸ドスǳイ ドスǳイ 
 
 
ރ によると「˙Ѭはでもつ、は˙Ѭでもつإとは、ӸӞ屋ᚇήऴ「ӸӞ屋は؉でもつࢌރ」 

ӸӞ屋は؉でもつ」と˙Ѭ地方の民᜕「˙Ѭ᪦᪽」にもജわれているஊӸなフȬーǺであり、こࢌ

N'% ȇータ（医療חにおけるᐯܦࠁኽࡇ）、年ᱫᛦૢแ化ȬǻプトЈ現ൔ（ȬǻプトのЈ現ཞඞ

を指化したもの）、ෞ᧸࠻ȇータ（ᡛ時間等）等がԃまれている。今後、ኮٟ的なңᜭの上で

ᛦૢをすすめるためにも、これらのȇータを៊まえ、ܲᚇ的にᐯ院をᚸ̖し、ƝЙૺ᪬く必要があ

る。それでもᛦૢがᡶまないئӳ、ңᜭのئが̲፠ئと化すӧᏡ性はԁ定しきれないが、あくまで

ᡈᨩの医療機関同ٟがңᛦし、σ܍していけるような建設的なЙૺをࢳしている。 

地域医療ನेをᎋえるうえで、இも重要なことは、医療のឋをᓳとさず、機ᏡЎ化をᡶめること

Ʃと思う。医療はあるॖԛݦ門Ўのᨼӳ˳であるため、医療のឋをᓳとさないために、ᓳとして

はならない機Ꮱの౨᚛は॰重である必要があると思われる。また、ឋをᓳとさず、シームȬスな連

携をሰいていく上で、ನेғ域がʚഏ医療חƩけでܦኽできないのであれば、ח域ᛦૢのᜭᛯもᡶ

める必要がЈてくるであǖう。これらの病ᛦૢにおいて、இも問題となるのは࣯性からׅࣄ

ǁの᠃੭と、ॸ性病のૢͳとしての病院、ʼᜱ設、ܡנǁのᣐЎ、にはܡנ療ǁの˰民

の理解とʖेしている。また、Ҟばࡽࢍに病機Ꮱᛦૢをᡶめるために、地域においてឋの˯ɦし

た医療内容がないかも定的にᚇݑしていく必要もあるƩǖう。 
病をЪถすることが地域医療ನेの目的ではない。地域医療をܣるうえで、ݩஹの人ӝನ造や

ͻ病ನ造を౨᚛し、ஓましい医療・ʼᜱ੩̓˳ኒを˺ることがஜஹの目的である。行政の data が

ஜ࢘にദしいのかも౨᚛する必要がある。'P& や N'% のऴإをᄩᛐしたには、病機Ꮱ᠃੭の

ᜭᛯとσに、行政とのᜭᛯも行っていく必要があるƩǖう。 
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大ႻઞӸӞ屋ئ所とႻઞကӟ 
ᲧࢌރӸӞ屋は؉でもつᲹᲧ 

 

ң会 理事 

医療法人ଢ和会 ᡁ村外科病院 

                         理事長 ᡁ村 ʭ 
 
పᩋᆰをめつつ、もう�உにλってしまった。ҾᆜのዸめЏりまで後;かである。大ႻઞӸӞ

屋ئ所はᆇѬのが್ዠにଞᡶしてИめての土̵λり、ૼ 大関高安の活をಏしǈにされる方も多

く、Э٥りУも٥ܦཞ७と聞く。ʁしぶりのႻઞ人ൢに今ئ所は大いにඖきそうなʖज़がする。И

ଐのЭଐにはᚑれٽᱛがӸӞ屋ࠊ内をり、に注目をᨼめる。そんな中、ΨЭ᪽大ᐱ関こと大ᐱ

˦行ӽのႻઞကӟをᎮく機会があった。ࢬは、長ǪリンȔックのᢠ手ׇ解ׇࡸでଐஜႻઞң会を

ˊᘙしてႻઞကӟを৺ᩧしたኺഭをਤつ。現נは、ജ手としてステージ、ȟュージカルなどでࠢ広

く活している。ஜئ所ではᎮかれないが、地方߹ಅやႻઞ関̞のȑーテǣーでႻઞကӟがもては

やされる。さて、Ⴛઞကӟとは˴Ʃǖうかᛦべてǈた。 

「ᑶႻઞや߹ಅႻઞの土̵上でщٟが৺ᩧするကӟ。ကӟはଐஜ民᜕のɟᆔで、ႻઞကӟはӸӞ屋

ကӟの්れといわれる。щٟが˷ᐻ的に土̵でうたい、それにӳわせて៉ったのでこのӸが生まれ、

൶ৎ時ˊからڼまった。「どすこい、どすこい」のかけ٣がλる。 Јχ Ȗリタニカ国際大

ႊ科事χよりɟ部ોዻ」 
 
そんなഭӪのあるႻઞကӟにӸӞ屋を題したものがあった。「ӸӞ屋のཚ」という๖ᆚなタイト

ルのကӟである。先のӸӞ屋ࠊ長ᢠਫでもங造でのӸӞ屋؉ܣټ᧚ࣄΨが話題となった。また、ग़

ჷჄ˳育のૼሰᆆ᠃についてもӸӞ屋؉地と関̞がありこちらも話題になっている。 
 
 
ӸӞ屋のཚ 
 
ア᳸ࢌރӸӞ屋のお؉のɦでヨ᳸ ア᳸ドスǳイ ドスǳイ 
ア᳸ཚがɤҒᨼまって ˴やらȒソȒソ話する țイ 
そこでហཚဎすには  ᡈ᪭ɭの中ɧൢで  țイ 
わたしǌお൶ৎǁЈᆙƗに  ዓいて᱅ཚဎすには 
わたしǌුᑶǁЈᆙƗに țイ സったႉཚဎすには 
わたしǌどこǁも行きやせƵ țイ そりǌӍ˴かと問うたなら 
ɭのƟれജにもあるように  ˙Ѭはでもつは˙Ѭで țイ 
 ӸӞ屋はヨ᳸țțイ  ア᳸（ႉ）؉でもつよࢌރ
ア᳸ドスǳイ ドスǳイ 
 
 
ރ によると「˙Ѭはでもつ、は˙Ѭでもつإとは、ӸӞ屋ᚇήऴ「ӸӞ屋は؉でもつࢌރ」 

ӸӞ屋は؉でもつ」と˙Ѭ地方の民᜕「˙Ѭ᪦᪽」にもജわれているஊӸなフȬーǺであり、こࢌ

N'% ȇータ（医療חにおけるᐯܦࠁኽࡇ）、年ᱫᛦૢแ化ȬǻプトЈ現ൔ（ȬǻプトのЈ現ཞඞ

を指化したもの）、ෞ᧸࠻ȇータ（ᡛ時間等）等がԃまれている。今後、ኮٟ的なңᜭの上で

ᛦૢをすすめるためにも、これらのȇータを៊まえ、ܲᚇ的にᐯ院をᚸ̖し、ƝЙૺ᪬く必要があ

る。それでもᛦૢがᡶまないئӳ、ңᜭのئが̲፠ئと化すӧᏡ性はԁ定しきれないが、あくまで

ᡈᨩの医療機関同ٟがңᛦし、σ܍していけるような建設的なЙૺをࢳしている。 

地域医療ನेをᎋえるうえで、இも重要なことは、医療のឋをᓳとさず、機ᏡЎ化をᡶめること

Ʃと思う。医療はあるॖԛݦ門Ўのᨼӳ˳であるため、医療のឋをᓳとさないために、ᓳとして

はならない機Ꮱの౨᚛は॰重である必要があると思われる。また、ឋをᓳとさず、シームȬスな連

携をሰいていく上で、ನेғ域がʚഏ医療חƩけでܦኽできないのであれば、ח域ᛦૢのᜭᛯもᡶ

める必要がЈてくるであǖう。これらの病ᛦૢにおいて、இも問題となるのは࣯性からׅࣄ

ǁの᠃੭と、ॸ性病のૢͳとしての病院、ʼᜱ設、ܡנǁのᣐЎ、にはܡנ療ǁの˰民

の理解とʖेしている。また、Ҟばࡽࢍに病機Ꮱᛦૢをᡶめるために、地域においてឋの˯ɦし

た医療内容がないかも定的にᚇݑしていく必要もあるƩǖう。 
病をЪถすることが地域医療ನेの目的ではない。地域医療をܣるうえで、ݩஹの人ӝನ造や

ͻ病ನ造を౨᚛し、ஓましい医療・ʼᜱ੩̓˳ኒを˺ることがஜஹの目的である。行政の data が

ஜ࢘にദしいのかも౨᚛する必要がある。'P& や N'% のऴإをᄩᛐしたには、病機Ꮱ᠃੭の

ᜭᛯとσに、行政とのᜭᛯも行っていく必要があるƩǖう。 

寄稿
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ペシャワール会のᜒをきいて 
 

ң会 理事 

特定医療法人σ和会 σ和病院 

                         理事長・院長 山ஜႺࢠ 
 
私は、現נ、特定医療法人σ和会の理事長、σ和病院院長としてಅѦにあたっていますが、1990

年から 2010 年まで +,9 に関するᄂᆮをșルギーとӸӞ屋大ܖで行なってきた関̞で、200� 年か

ら 2012 年の間に 5 ׅ、Ǳニアのᬍᣃナイロȓをᚧれ、スラムᘑであるプムワニ村で +,9 のᛦ௹ᄂ

ᆮ、ʖ᧸գᔎ活動と無料医療活動をしてきました。この活動は、ǳロンȓア大ܖのᆖဋ᫂ٽᢹҦٟ

とラングҦٟが 1993 年にᄂᆮᝠׇ「,/)A5（,nada-/ange )oXndation Ior A,'6 5esearch）」をᇌ

ち上ƛ、2000 年からアメリカとଐஜの医療関̞者を中心に上ᚡの活動をスタートしたのがڼまり

で、2011 年に事Ѧޅをଐஜにᆆし、NPO 法人「イルファ」を設ᇌし、ᆖဋҦٟは、現נはナイロ

ȓに˰ǈ、今なお活動をዓけています。ɟ方、ᆖဋҦٟとɟደに活動をσにしてきた私をԃめたメ

ンバーのɟ部が上ᚡの法人とは別に、NPO 法人「アサンテ ナゴヤ」を 2010 年にᇌち上ƛ、Ǳニ

アにおいて上ᡓのような無料医療活動にьえ、現地˰民のᐯᇌ支援のɟとして医療設建設やข

ʟৎЪ支援をしています。NPO 法人「アサンテ ナゴヤ」のᇌち上ƛ以ᨀ、私はႺ的な関わ

りはしておりませんが、ʟৎりƻとつとってもᚾ行ᥴᛚの連ዓでᐱ難のಅであったようです。 
先ଐ、この NPO 法人「アサンテ ナゴヤ」のዮ会があり、ᚡ念ᜒとしてペシャワール会の会

長をされている国ᇌ病院機ನ ಓҾ病院 院長の村上 優先生のお話を聞く機会がありました。ペ

シャワール会については、中村 哲医師がȑǭスタンで医療活動の˂、ʟৎのЪや水路のϐ生を

している会、といった漠のᛐᜤしかありませんでしたが、村上先生のᜒを聞き、ペシャワール

会の活動は、ݲなくとも私がኺ᬴し、見聞してきた支援とはൔ᠋にならないेをはるかにឬえる

内容でした。 
ペシャワール会は 1983 年、中村 哲医師のȑǭスタンでの医療活動を支援する目的でኽ成された

国際 N*O（NPO）ׇ˳で、中村医師は 1984 年にペシャワールで発ឱした「ȏンǻン病ఌዌ 5 カ

年ᚘဒ」にӋьし、ȑǭスタンのペシャワール・ȟッシȧン病院ȏンǻン病に赴˓。198� 年よ

りȑǭスタン国内のアフガン難民ǁの診療をஜ的に開ڼし、に、アフガニスタンにも活動ር

を広ƛ、1991 年、そのਗ点として、アフガニスタンҤ部にஇИの診療所を開設。その後、アフガ

ニスタン҅ி部にも 3 診療所を開設し、多い時でӳᚘ 10 ȶ所の診療所を設け、山岳無医村での医

療活動を開1998。ڼ 年にはँʁ的なؕ地病院として P06（ペシャワール会医療サーȓス）病院を

ペシャワールに建設。2000 年、大干ばつに見ᑈわれ、ហၚ患者の࣯فをきっかけに、ฌな料

水のᄩ̬のため、水เᄩ̬事ಅを開ڼし、料用ʟৎ約 1�00 ஜと用ʟৎ 13 ஜをЪ、伝統

的な地ɦ水路 38 ȶ所を̲2001。ࣄ 年の軍によるアフガニスタンᆰ爆の際には「アフガンいのち

のؕ」を設ᇌ。ଐஜからѪをΨにアフガニスタン国内ᢤ難民ǁのዬ࣯ኋᣐዅを実し、2002
年 2 உまでに 15 万人の難民にᣐዅを行った。 後に「農村のࣄᐻこそアフガンϐ建のؕᄽ」とᎋえ、

このؕをもとにዮӳ的農村ࣄᐻ事ಅ「緑の大地ᚘဒ」を発ᘙし、これまでዒዓしてきた医療事ಅ

やʟৎ・水路事による水เᄩ̬事ಅにьえ、ᐯዅᐯឱがӧᏡな農村のׅࣄを目指し、農ಅ事ಅを

開ڼ。᩿積 3�000ha の約 1� 万人が生活できる 2�Nm の用水路をܦ成し、50ha 以上を開墾し、

ᆝ、ᑪ、ᓔの˂、ௐטでは 2.5 万ஜのௐが育っており、ཅᑀなどのအငもおこなわれてい

の「もつ」とは「̬つ」のॖԛ、「؉」は「ӸӞ屋؉」を指す。つまり「ࢌރのӸӞ屋はӸӞ屋؉

のおかƛで̬つ、つまりጛしている」というॖԛになる。ඕ村たかしࠊ長のɼࢌもኛࢽできる。

しかし、ӸӞ屋ࠊは�உӸӞ屋؉ܣټ᧚のங造ࣄΨにዂǉჽૢͳをᜭᛯするஊᜤ者ۀՃ会を開き、

の̬μᚘဒがɧҗЎƩとのॖ見がЈされたと聞く。重要文化ᝠとՃからは൶ৎ時ˊに造ったჽۀ

してのჽ̬μなしにܣټ᧚をங造ࣄΨすることは難しい。しかし、現נのӸӞ屋؉ܣټ᧚も᎑ᩗ

ನ造からほどᢒいཞ७にあるようƩ。༇ஜ地ᩗで༇ஜ؉のჽが壊๒的ཞ७になった̊もあるよう

に大地ᩗがஹた時、ஜ࢘にឱɦが大ɣپなのか私でさえもൢになった。ܣټ᧚、ჽどちらのૢͳ

も大変である。我々も先を見て、いǖいǖなٹをਤってᚘဒをᇌてる。しかし、இᡈ、ឱɦをǈて

ばかりで先にᡶめないジȬンマがある。ǳンサルからはそれでᑣしとᙔめられる。ٹのあるプロジ

ェクトを実現Јஹる政治ܼが፮ましい。 
 
ア᳸ドスǳイ ドスǳイ 
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ペシャワール会のᜒをきいて 
 

ң会 理事 

特定医療法人σ和会 σ和病院 

                         理事長・院長 山ஜႺࢠ 
 
私は、現נ、特定医療法人σ和会の理事長、σ和病院院長としてಅѦにあたっていますが、1990

年から 2010 年まで +,9 に関するᄂᆮをșルギーとӸӞ屋大ܖで行なってきた関̞で、200� 年か

ら 2012 年の間に 5 ׅ、Ǳニアのᬍᣃナイロȓをᚧれ、スラムᘑであるプムワニ村で +,9 のᛦ௹ᄂ

ᆮ、ʖ᧸գᔎ活動と無料医療活動をしてきました。この活動は、ǳロンȓア大ܖのᆖဋ᫂ٽᢹҦٟ

とラングҦٟが 1993 年にᄂᆮᝠׇ「,/)A5（,nada-/ange )oXndation Ior A,'6 5esearch）」をᇌ

ち上ƛ、2000 年からアメリカとଐஜの医療関̞者を中心に上ᚡの活動をスタートしたのがڼまり

で、2011 年に事Ѧޅをଐஜにᆆし、NPO 法人「イルファ」を設ᇌし、ᆖဋҦٟは、現נはナイロ

ȓに˰ǈ、今なお活動をዓけています。ɟ方、ᆖဋҦٟとɟደに活動をσにしてきた私をԃめたメ

ンバーのɟ部が上ᚡの法人とは別に、NPO 法人「アサンテ ナゴヤ」を 2010 年にᇌち上ƛ、Ǳニ

アにおいて上ᡓのような無料医療活動にьえ、現地˰民のᐯᇌ支援のɟとして医療設建設やข

ʟৎЪ支援をしています。NPO 法人「アサンテ ナゴヤ」のᇌち上ƛ以ᨀ、私はႺ的な関わ

りはしておりませんが、ʟৎりƻとつとってもᚾ行ᥴᛚの連ዓでᐱ難のಅであったようです。 
先ଐ、この NPO 法人「アサンテ ナゴヤ」のዮ会があり、ᚡ念ᜒとしてペシャワール会の会

長をされている国ᇌ病院機ನ ಓҾ病院 院長の村上 優先生のお話を聞く機会がありました。ペ

シャワール会については、中村 哲医師がȑǭスタンで医療活動の˂、ʟৎのЪや水路のϐ生を

している会、といった漠のᛐᜤしかありませんでしたが、村上先生のᜒを聞き、ペシャワール

会の活動は、ݲなくとも私がኺ᬴し、見聞してきた支援とはൔ᠋にならないेをはるかにឬえる

内容でした。 
ペシャワール会は 1983 年、中村 哲医師のȑǭスタンでの医療活動を支援する目的でኽ成された

国際 N*O（NPO）ׇ˳で、中村医師は 1984 年にペシャワールで発ឱした「ȏンǻン病ఌዌ 5 カ

年ᚘဒ」にӋьし、ȑǭスタンのペシャワール・ȟッシȧン病院ȏンǻン病に赴˓。198� 年よ

りȑǭスタン国内のアフガン難民ǁの診療をஜ的に開ڼし、に、アフガニスタンにも活動ር

を広ƛ、1991 年、そのਗ点として、アフガニスタンҤ部にஇИの診療所を開設。その後、アフガ

ニスタン҅ி部にも 3 診療所を開設し、多い時でӳᚘ 10 ȶ所の診療所を設け、山岳無医村での医

療活動を開1998。ڼ 年にはँʁ的なؕ地病院として P06（ペシャワール会医療サーȓス）病院を

ペシャワールに建設。2000 年、大干ばつに見ᑈわれ、ហၚ患者の࣯فをきっかけに、ฌな料

水のᄩ̬のため、水เᄩ̬事ಅを開ڼし、料用ʟৎ約 1�00 ஜと用ʟৎ 13 ஜをЪ、伝統

的な地ɦ水路 38 ȶ所を̲2001。ࣄ 年の軍によるアフガニスタンᆰ爆の際には「アフガンいのち

のؕ」を設ᇌ。ଐஜからѪをΨにアフガニスタン国内ᢤ難民ǁのዬ࣯ኋᣐዅを実し、2002
年 2 உまでに 15 万人の難民にᣐዅを行った。 後に「農村のࣄᐻこそアフガンϐ建のؕᄽ」とᎋえ、

このؕをもとにዮӳ的農村ࣄᐻ事ಅ「緑の大地ᚘဒ」を発ᘙし、これまでዒዓしてきた医療事ಅ

やʟৎ・水路事による水เᄩ̬事ಅにьえ、ᐯዅᐯឱがӧᏡな農村のׅࣄを目指し、農ಅ事ಅを

開ڼ。᩿積 3�000ha の約 1� 万人が生活できる 2�Nm の用水路をܦ成し、50ha 以上を開墾し、

ᆝ、ᑪ、ᓔの˂、ௐטでは 2.5 万ஜのௐが育っており、ཅᑀなどのအငもおこなわれてい

の「もつ」とは「̬つ」のॖԛ、「؉」は「ӸӞ屋؉」を指す。つまり「ࢌރのӸӞ屋はӸӞ屋؉

のおかƛで̬つ、つまりጛしている」というॖԛになる。ඕ村たかしࠊ長のɼࢌもኛࢽできる。

しかし、ӸӞ屋ࠊは�உӸӞ屋؉ܣټ᧚のங造ࣄΨにዂǉჽૢͳをᜭᛯするஊᜤ者ۀՃ会を開き、

の̬μᚘဒがɧҗЎƩとのॖ見がЈされたと聞く。重要文化ᝠとՃからは൶ৎ時ˊに造ったჽۀ

してのჽ̬μなしにܣټ᧚をங造ࣄΨすることは難しい。しかし、現נのӸӞ屋؉ܣټ᧚も᎑ᩗ

ನ造からほどᢒいཞ७にあるようƩ。༇ஜ地ᩗで༇ஜ؉のჽが壊๒的ཞ७になった̊もあるよう

に大地ᩗがஹた時、ஜ࢘にឱɦが大ɣپなのか私でさえもൢになった。ܣټ᧚、ჽどちらのૢͳ

も大変である。我々も先を見て、いǖいǖなٹをਤってᚘဒをᇌてる。しかし、இᡈ、ឱɦをǈて

ばかりで先にᡶめないジȬンマがある。ǳンサルからはそれでᑣしとᙔめられる。ٹのあるプロジ

ェクトを実現Јஹる政治ܼが፮ましい。 
 
ア᳸ドスǳイ ドスǳイ 
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「ǳンペ」と「おૺわり」 
 

ң会 事Ѧ部会 ࠝ˓ۀՃ 

社会医療法人ӸӞ屋ᚡ念ᝠׇ 

法人ஜ部 

事Ѧޅ長 ᙱ村ᒔ生 
 
「おૺわり」することは、大変ßいやなàˁ事ではないでしǐうかᲹ 
外部ᛦᢋを行う際にᇤ争Ҿ理をかせるために、ǳンペをしたり、Ⴛ見積もりをとったりする

のはଐࠝ的になっていると思いますが、私のࢫ職の関̞上、そのᨉ᪽指ੱをؓることが多くありま

す。そこで、P),�1 や 5)P�2 にңщいたƩいた˖ಅの中から 1 社をᢠぶئӳ、そのᢠᎋかられた

˖ಅにɠݗにおૺわりをλれる᩿ئは˴ともൢが重いものです。 
Э職のǳンサルテǣング会社時ˊは、੩కをਤって٥込ǈにいくᡞのᇌئであったため、こ

の「おૺわり」のȔンǭリをኺ᬴してきました。時間を̅ってくれたことにॖをᅆされるものか

ら、これƩけこき̅っておきながら・・・とᐃがᇌつものまで、ئૠからܖƼとったものが私のや

り方のᏑとなっています。ᩓ子メールで࢘ᢠᲩᓳᢠをᡫჷしてくることᐯ˳はよいとして、その

後のフǩローアップのஊ無がどれƩけ外部˖ಅをȑートナー˖ಅとਵえているかのその˖ಅのۋ

Ѭがᘙれます。私が心がけている 3 つの「おૺわり」マナーをኰʼします。 

Ĭ先方をᚧ問しႺ会って話す 

ĭᚸ̖ኽௐを伝える 

Įഏのక件時に٣をかける 

5)P�2 の内容にᢠᎋスǱジュールをଢᚡしておき、内部のᚸ̖会ᜭがኳわったら、Ⴚちにփಅ担

者は外࢘はᩓ話やメールでҗЎです。Ⴛ手ͨփಅ担إ部長クラスにኽௐの連ዂをします。そのɟ࢘

ʩにもЈず、ᓳち着かない様子で࢘ᢠをࢳちஓんでいることが多く、スȔードが優先とᎋえます。

Ʃが、それƩけでኳわらせてしまうと高Үᝋにはつながりません。後ଐᚸ̖ኽௐのᛟଢに行くଓを

伝え、ᚧ問アȝイントをӕります。ここで多くのئӳ、先方が࢘方にஹることを੩కしてきますが、

私は必ず先方の事Ѧ所をᚧ問するようにしています。そうするとࢫՃクラスにႺࣂᅇをできるئ

ӳもありますし、ɠݗな対応として法人として・̾人としてのȝイントアップにつながります。Ӹ

Ӟ屋支ࡃでないئӳでも、ഏׅのЈࢌなどにӳわせてᚧ問するようにしています。 
そのように会ᛩを伴うئӳには、୍ᡫのփಅマンなら「˂社とൔべて˴がឱりなかったかᲹ」

とか、「ᢠᎋされた੩కはどのような内容がよかったかᲹ」と聞いてきます。大ᙹなక件であれ

ば、内部でᚸ̖ኽௐをしたときのᚸ̖ᘙがあり、それを手Ψにおいてφ˳的にᛟଢします。ᚸ̖資

料を置いてくることはしませんが、ئӳによっては A 社 % 社・・・とき੭えたり、ᚸ̖内容の

部Ўにǅやかしьをλれて実ཋを見せたりします。これは、࢘方がかなり真гにᚸ̖にӕりኵん

ƩことをアȔールすることができます。ɟ方、᩼ࠝに心がၘくなる᩿ޅになることもあります。ᚸ

̖ኽௐが˯い理ဌの中には、࢘方のニーǺ理解がឱりずに先方の੩క内容がずれていたようなئӳ

がԃまれます。こちらが˺成した 5)P がЎかりにくかったり、4	A の内容がฆʏをਔいてしまっ

たりしたというӒႾにもつながります。こういったئӳはᛗにဎしᚪないᨂりです。 
同時に、փಅ担࢘者は長ǳンタクトを൭めてきます。ɟׅᓳᢠしたらျᢒになるようなփಅ

る。現地スタッフの医療教育にも重点を置き、イスラム的風習の中で恩恵を受けにくい女性患者の

治療にも傾注し、現地の文化・慣習を尊重して、女性ワーカーの育成など、実際的な診療を目指し

ている。農地が広がるにつれ、推定 15 万人以上の難民が帰還。これに伴い、アフガン農村社会の

精神的な中心地である 『モスク』や『マドラサ（伝統的な寺子屋教育機関）』の建設にも着手。

1984 年に中村医師がペシャワールに赴いてから 30 年以上の間に、イギリス・アフガニスタン戦争、

ソ連軍の侵攻、その後の約 10 年間におよぶ内戦、湾岸戦争、アメリカ軍と NATO 軍の侵攻、大干

ばつ、ニューヨーク同時多発テロと無差別爆撃、タリバン政権の崩壊、イラク戦争、ペシャワール

会の邦人拉致・殺害事件等、内外の激動の中、アフガン難民の診療に携わったのをきっかけに、山

岳地方における様々な功績に対して、2003 年にはマグサイサイ賞「平和国際理解部門」を受賞。

中村医師曰く「誰もが押し寄せる所なら誰かが行く、誰も行かない所でこそ、我々は必要とされる」

と。 
こうした村上 優先生の話を聞きながら、中村医師を中心としたペシャワール会が医療活動に留ま

らず、砂漠化した大地に巨大な用水路を造り、土地を開墾し、砂漠が緑の農地に変わっていく写真

を見て、その壮大なプロジェクトに驚愕すら覚えました。 
今、私は精神科が中心の病院の理事長と院長職を担っており、精神に問題を抱えている人々をい

つまでも病院内に閉じ込めておくのではなく、その人の適応に応じて、積極的に地域で暮らしてい

けるよう支援をしていますが、特に精神の障害者に対する地域の差別や偏見に阻まれる事が多く、

そのような壁を壊していくことは容易な事ではありません。しかし、ペシャワール会の活動に及ぶ

べくもありませんが、中村 哲医師の言葉同様、「厚い壁ほど壊し甲斐があり、高い山ほど登り甲

斐がある」との信念で、精神障害者が安心して暮らせるまちづくりを目指して行こうと思っていま

す。 
 
資料： 
NPO 法人「イルファ」 https://inadaetal.wordpress.com/ 
NPO 法人「アサンテ ナゴヤ」 http://asante-nagoya.com/ 
ペシャワール会 http://www1a.biglobe.ne.jp/peshawar/ 
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「ǳンペ」と「おૺわり」 
 

ң会 事Ѧ部会 ࠝ˓ۀՃ 

社会医療法人ӸӞ屋ᚡ念ᝠׇ 

法人ஜ部 

事Ѧޅ長 ᙱ村ᒔ生 
 
「おૺわり」することは、大変ßいやなàˁ事ではないでしǐうかᲹ 
外部ᛦᢋを行う際にᇤ争Ҿ理をかせるために、ǳンペをしたり、Ⴛ見積もりをとったりする

のはଐࠝ的になっていると思いますが、私のࢫ職の関̞上、そのᨉ᪽指ੱをؓることが多くありま

す。そこで、P),�1 や 5)P�2 にңщいたƩいた˖ಅの中から 1 社をᢠぶئӳ、そのᢠᎋかられた

˖ಅにɠݗにおૺわりをλれる᩿ئは˴ともൢが重いものです。 
Э職のǳンサルテǣング会社時ˊは、੩కをਤって٥込ǈにいくᡞのᇌئであったため、こ

の「おૺわり」のȔンǭリをኺ᬴してきました。時間を̅ってくれたことにॖをᅆされるものか

ら、これƩけこき̅っておきながら・・・とᐃがᇌつものまで、ئૠからܖƼとったものが私のや

り方のᏑとなっています。ᩓ子メールで࢘ᢠᲩᓳᢠをᡫჷしてくることᐯ˳はよいとして、その

後のフǩローアップのஊ無がどれƩけ外部˖ಅをȑートナー˖ಅとਵえているかのその˖ಅのۋ

Ѭがᘙれます。私が心がけている 3 つの「おૺわり」マナーをኰʼします。 

Ĭ先方をᚧ問しႺ会って話す 

ĭᚸ̖ኽௐを伝える 

Įഏのక件時に٣をかける 

5)P�2 の内容にᢠᎋスǱジュールをଢᚡしておき、内部のᚸ̖会ᜭがኳわったら、Ⴚちにփಅ担

者は外࢘はᩓ話やメールでҗЎです。Ⴛ手ͨփಅ担إ部長クラスにኽௐの連ዂをします。そのɟ࢘

ʩにもЈず、ᓳち着かない様子で࢘ᢠをࢳちஓんでいることが多く、スȔードが優先とᎋえます。

Ʃが、それƩけでኳわらせてしまうと高Үᝋにはつながりません。後ଐᚸ̖ኽௐのᛟଢに行くଓを

伝え、ᚧ問アȝイントをӕります。ここで多くのئӳ、先方が࢘方にஹることを੩కしてきますが、

私は必ず先方の事Ѧ所をᚧ問するようにしています。そうするとࢫՃクラスにႺࣂᅇをできるئ

ӳもありますし、ɠݗな対応として法人として・̾人としてのȝイントアップにつながります。Ӹ

Ӟ屋支ࡃでないئӳでも、ഏׅのЈࢌなどにӳわせてᚧ問するようにしています。 
そのように会ᛩを伴うئӳには、୍ᡫのփಅマンなら「˂社とൔべて˴がឱりなかったかᲹ」

とか、「ᢠᎋされた੩కはどのような内容がよかったかᲹ」と聞いてきます。大ᙹなక件であれ

ば、内部でᚸ̖ኽௐをしたときのᚸ̖ᘙがあり、それを手Ψにおいてφ˳的にᛟଢします。ᚸ̖資

料を置いてくることはしませんが、ئӳによっては A 社 % 社・・・とき੭えたり、ᚸ̖内容の

部Ўにǅやかしьをλれて実ཋを見せたりします。これは、࢘方がかなり真гにᚸ̖にӕりኵん

ƩことをアȔールすることができます。ɟ方、᩼ࠝに心がၘくなる᩿ޅになることもあります。ᚸ

̖ኽௐが˯い理ဌの中には、࢘方のニーǺ理解がឱりずに先方の੩క内容がずれていたようなئӳ

がԃまれます。こちらが˺成した 5)P がЎかりにくかったり、4	A の内容がฆʏをਔいてしまっ

たりしたというӒႾにもつながります。こういったئӳはᛗにဎしᚪないᨂりです。 
同時に、փಅ担࢘者は長ǳンタクトを൭めてきます。ɟׅᓳᢠしたらျᢒになるようなփಅ

る。現地スタッフの医療教育にも重点を置き、イスラム的風習の中で恩恵を受けにくい女性患者の

治療にも傾注し、現地の文化・慣習を尊重して、女性ワーカーの育成など、実際的な診療を目指し

ている。農地が広がるにつれ、推定 15 万人以上の難民が帰還。これに伴い、アフガン農村社会の

精神的な中心地である 『モスク』や『マドラサ（伝統的な寺子屋教育機関）』の建設にも着手。

1984 年に中村医師がペシャワールに赴いてから 30 年以上の間に、イギリス・アフガニスタン戦争、

ソ連軍の侵攻、その後の約 10 年間におよぶ内戦、湾岸戦争、アメリカ軍と NATO 軍の侵攻、大干

ばつ、ニューヨーク同時多発テロと無差別爆撃、タリバン政権の崩壊、イラク戦争、ペシャワール

会の邦人拉致・殺害事件等、内外の激動の中、アフガン難民の診療に携わったのをきっかけに、山

岳地方における様々な功績に対して、2003 年にはマグサイサイ賞「平和国際理解部門」を受賞。

中村医師曰く「誰もが押し寄せる所なら誰かが行く、誰も行かない所でこそ、我々は必要とされる」

と。 
こうした村上 優先生の話を聞きながら、中村医師を中心としたペシャワール会が医療活動に留ま

らず、砂漠化した大地に巨大な用水路を造り、土地を開墾し、砂漠が緑の農地に変わっていく写真

を見て、その壮大なプロジェクトに驚愕すら覚えました。 
今、私は精神科が中心の病院の理事長と院長職を担っており、精神に問題を抱えている人々をい

つまでも病院内に閉じ込めておくのではなく、その人の適応に応じて、積極的に地域で暮らしてい

けるよう支援をしていますが、特に精神の障害者に対する地域の差別や偏見に阻まれる事が多く、

そのような壁を壊していくことは容易な事ではありません。しかし、ペシャワール会の活動に及ぶ

べくもありませんが、中村 哲医師の言葉同様、「厚い壁ほど壊し甲斐があり、高い山ほど登り甲

斐がある」との信念で、精神障害者が安心して暮らせるまちづくりを目指して行こうと思っていま

す。 
 
資料： 
NPO 法人「イルファ」 https://inadaetal.wordpress.com/ 
NPO 法人「アサンテ ナゴヤ」 http://asante-nagoya.com/ 
ペシャワール会 http://www1a.biglobe.ne.jp/peshawar/ 
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ཚ山のӸ所、Ӹཋ、ßᡕàక内 
 

ң会 事Ѧ部会 ۀՃ 

医療法人ఞ会 ཚ山病院 

事Ѧ部長 中ʁ࣓ 
 

20 年Эには᧑としていた؉ɦထですが、ここૠ年は平ଐでもᬜЭᡫりをᚇήܲがЗをなして

ഩいています。Ӹᤧとңщしマスǳȟをつかった P5 や؉ɦထのૢͳ、ഭӪ文化を活かしたᘑづく

りが功をڌし、ཚ山のᛐჷࡇがあがりました。࢘院はҞɭኔ以上、ᐯ៲も 30 年以上この地でおɭ

話になっています。さらなるཚ山の発ޒを応援するつもりで、お؉Ʃけじǌないཚ山の᭽щをኰʼ

させていたƩきます。 

そのɟ、「ᮂᦟ（ɤᚌጂ神ྎᦟ）」はɟ見すると୍ᡫのᦟですが、ήをӒݧさせると壁᩿に৲ࢨさ

れたଢかりの中に文様がූかƼあがります。成ဋ山ӸӞ屋別院のᘻ山にˮ置するӪួのிʂܷӞى

ԗᡀ地域の「ᢪ和（にわ）」という地域を治めていた権щ者ではないかといわれࠊᔀ者はཚ山؈）

ています）のᛦ௹で発されたиᔀԼの中にもԃまれていました。ᦟのȬプリカはࠊ内の「᩷شӞ

 。ガイȀンス設」で見ることができますى

そのʚ、「ᒉいᨗٽのذ」はଐஜモンǭーȑーク内にあり、ɭမの巨҉ޢஜٽᢹが大᧵万ҦのЭ

年 19�9 年にᙌ˺しました。2011 年に࢘Иのۋにリニューアルしࠝ設π開されています。高さは

2�m でޒஓӨは �m のˮ置にあり、ຜރ平やங߷などの大ᐯがஓめます。 

そのɤ、「タマゴȜーロ」はおᓑ子のテーマȑーク「おᓑ子の؉」を˺ったᇦဋᙌᓑの「ᰳƾƊ

᳸」とɳぶɼщՠԼ。оಅ者ᇦဋ和平൞は、ᐯЎと同じ 2 உ 4 ଐ生まれのហちǌんにኝのメȀル

を無料でពるなどᐯのやり方で社会にМႩを還Ψしてきました。μՠԼに「ありがとう」を 100
万ׅ聞かせているそうです。 

そのׄ、「なんじǌもんじǌ」はモクǻイ科のౡཋȒトȄバタゴの別Ӹ。ᨼׇでᐯ生がᄩᛐされ

るのはྦྷしく、ཚ山ࠊでは 1922 年に発見され、፻年に国のټᚡ念ཋに指定されました。現נ、

ᐯ生地内には � ஜのȒトȄバタゴがᐯ生しています。年 5 உ中᪭にႉいᑶが開ᑶし、開時には

まるでᩌがかぶったように見えます。 

そのʞ、「᭸のᭌ」はസ念ながら્້事件によりڂしたため写真しかസっていませんが、ఒٽ

ᢹ神社のܰཋでは˂にもᝮ重（Ჹ）なԼ々を見ることができます。 

そのρ、「Johan」はဒ「ǁうƛもの」に、ɼ人πのӞဋጢ部とよくつるんでいる人ཋとして

登ئするጢဋஊಏ૬長Ⴉ（ጢဋ信長の年のᩉれたࢂ）のクリスȁャンȍーム。1951 年に国ܰに指

定されたᒧܴࡋڦはஊಏ૬がʮᣃ建ʶ寺のദ伝院ϐᐻの際に建てたもので、19�2 年にӸᤧによっ

てཚ山にᆆሰされました。このࡋڦというӸᆅは、ஊಏ૬のクリスȁャンȍームから˄けられたと

いうᛟもあります。 

そのɡ、「ドンドǥルマ」はサȬップを料に̅用したஜཋのトルǳアイス。外民ଈҦཋリ

トルワールド内の「イスタンȖール」でべることがЈஹます。 

そのο、「፦人҉」として話題になったிෙ地方Иの女性҉・ᆖ山࿃፦さん（28）が、Јင・

マンはȀメƩと思いますし、ഏׅᐯ社が੩̓できそうなక件があれば必ず٣をかけてもらえるよう

に、定的にࣂ用聞きにஹるのがփಅマンのஇ˯ラインƩとᎋえます。そこで、私はその会社が関

̞できそうな᪸域でのपǈ事やႻᛩをਤちかけたりします。1 ᪸域 1 ˖ಅとなっている᩿ئも多い

と思いますが、1 ᪸域にᙐૠの˖ಅにႻᛩをਤちかけられる関̞を指Ӽしています。そうすること

によりഏのక件でのѨМを目指して、かなり真гに手࢘ࡰで൱をかいてもらうことができます。そ

のѐщがいつかإわれることをᅌっています。 
 
Ƃᙀឱƃ �1:5),（5eTXest )or ,nIormation）、�2:5)P（5eTXest )or Proposal） 
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ཚ山のӸ所、Ӹཋ、ßᡕàక内 
 

ң会 事Ѧ部会 ۀՃ 

医療法人ఞ会 ཚ山病院 

事Ѧ部長 中ʁ࣓ 
 

20 年Эには᧑としていた؉ɦထですが、ここૠ年は平ଐでもᬜЭᡫりをᚇήܲがЗをなして

ഩいています。Ӹᤧとңщしマスǳȟをつかった P5 や؉ɦထのૢͳ、ഭӪ文化を活かしたᘑづく

りが功をڌし、ཚ山のᛐჷࡇがあがりました。࢘院はҞɭኔ以上、ᐯ៲も 30 年以上この地でおɭ

話になっています。さらなるཚ山の発ޒを応援するつもりで、お؉Ʃけじǌないཚ山の᭽щをኰʼ

させていたƩきます。 

そのɟ、「ᮂᦟ（ɤᚌጂ神ྎᦟ）」はɟ見すると୍ᡫのᦟですが、ήをӒݧさせると壁᩿に৲ࢨさ

れたଢかりの中に文様がූかƼあがります。成ဋ山ӸӞ屋別院のᘻ山にˮ置するӪួのிʂܷӞى

ԗᡀ地域の「ᢪ和（にわ）」という地域を治めていた権щ者ではないかといわれࠊᔀ者はཚ山؈）

ています）のᛦ௹で発されたиᔀԼの中にもԃまれていました。ᦟのȬプリカはࠊ内の「᩷شӞ

 。ガイȀンス設」で見ることができますى

そのʚ、「ᒉいᨗٽのذ」はଐஜモンǭーȑーク内にあり、ɭမの巨҉ޢஜٽᢹが大᧵万ҦのЭ

年 19�9 年にᙌ˺しました。2011 年に࢘Иのۋにリニューアルしࠝ設π開されています。高さは

2�m でޒஓӨは �m のˮ置にあり、ຜރ平やங߷などの大ᐯがஓめます。 

そのɤ、「タマゴȜーロ」はおᓑ子のテーマȑーク「おᓑ子の؉」を˺ったᇦဋᙌᓑの「ᰳƾƊ

᳸」とɳぶɼщՠԼ。оಅ者ᇦဋ和平൞は、ᐯЎと同じ 2 உ 4 ଐ生まれのហちǌんにኝのメȀル

を無料でពるなどᐯのやり方で社会にМႩを還Ψしてきました。μՠԼに「ありがとう」を 100
万ׅ聞かせているそうです。 

そのׄ、「なんじǌもんじǌ」はモクǻイ科のౡཋȒトȄバタゴの別Ӹ。ᨼׇでᐯ生がᄩᛐされ

るのはྦྷしく、ཚ山ࠊでは 1922 年に発見され、፻年に国のټᚡ念ཋに指定されました。現נ、

ᐯ生地内には � ஜのȒトȄバタゴがᐯ生しています。年 5 உ中᪭にႉいᑶが開ᑶし、開時には

まるでᩌがかぶったように見えます。 

そのʞ、「᭸のᭌ」はസ念ながら્້事件によりڂしたため写真しかസっていませんが、ఒٽ

ᢹ神社のܰཋでは˂にもᝮ重（Ჹ）なԼ々を見ることができます。 

そのρ、「Johan」はဒ「ǁうƛもの」に、ɼ人πのӞဋጢ部とよくつるんでいる人ཋとして

登ئするጢဋஊಏ૬長Ⴉ（ጢဋ信長の年のᩉれたࢂ）のクリスȁャンȍーム。1951 年に国ܰに指

定されたᒧܴࡋڦはஊಏ૬がʮᣃ建ʶ寺のദ伝院ϐᐻの際に建てたもので、19�2 年にӸᤧによっ

てཚ山にᆆሰされました。このࡋڦというӸᆅは、ஊಏ૬のクリスȁャンȍームから˄けられたと

いうᛟもあります。 

そのɡ、「ドンドǥルマ」はサȬップを料に̅用したஜཋのトルǳアイス。外民ଈҦཋリ

トルワールド内の「イスタンȖール」でべることがЈஹます。 

そのο、「፦人҉」として話題になったிෙ地方Иの女性҉・ᆖ山࿃፦さん（28）が、Јင・

マンはȀメƩと思いますし、ഏׅᐯ社が੩̓できそうなక件があれば必ず٣をかけてもらえるよう

に、定的にࣂ用聞きにஹるのがփಅマンのஇ˯ラインƩとᎋえます。そこで、私はその会社が関

̞できそうな᪸域でのपǈ事やႻᛩをਤちかけたりします。1 ᪸域 1 ˖ಅとなっている᩿ئも多い

と思いますが、1 ᪸域にᙐૠの˖ಅにႻᛩをਤちかけられる関̞を指Ӽしています。そうすること

によりഏのక件でのѨМを目指して、かなり真гに手࢘ࡰで൱をかいてもらうことができます。そ

のѐщがいつかإわれることをᅌっています。 
 
Ƃᙀឱƃ �1:5),（5eTXest )or ,nIormation）、�2:5)P（5eTXest )or Proposal） 
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Ⴣᜱ職のためのǳȟュニǱーシȧン 
システム ᲶPlat] NXrseᲸのኰʼ 

 

ң会 Ⴣᜱ部会 ሥ理教育 ۀՃ 

医療法人ฎᘌ ฎᘌ病院 

                         Ⴣᜱ部長 ࠊҾ፦ि子 
 
࣯ᡮにݲ子高ᱫ化がᡶ行する中、医療ニーǺ、၌病ನ造の変化に伴い地域の担うᛢ題は多様化

しています。また、Ӳ医療機関地域の医療੩̓˳Сのᄩᇌや連携を推ᡶするための地域医療ನेの

ሊ定も大ᛄめをᡇえています。 
にԈӓされחは、ӸӞ屋ח中部医療ࢌރるנ院の࢘ 11 医療חでの動きの中で地域連携の重要性

をਵえた活動がᡶめられています。そんな中、私たちჃᜱ師のௐたすࢫлも௩᠂に対応する行動щ

が൭められます。今やᐯ院Ʃけで医療やჃᜱ、ʼᜱをᎋえる時ˊでなく地域で様々な᪸域の方々と

の連携が重要となっています。それƧれのȍットワークのئでは、,&T（ᡫ信২ᘐ）をᬝ̅したऴ

 。されていますࢳʩ੭システムを上手くМ用してȍットワークのਘ大がإ
今ׅ、NPO 法人Ⴣᜱの広ئがᢃփする、Ⴣᜱ職のためのǳȟュニǱーシȧンシステムᲶPlat] 

NXrse（プラッȄナース）ᲸについてƝኰʼいたします。 
NPO 法人Ⴣᜱの広ئは、「すべてのჃᜱ職のʩ්・連携・ңを支援し、ჃᜱのឋのӼ上を

ることによって、地域医療の発ޒに寄ɨすること」を目的として、平成 28 年 12 உにჃᜱ職がᐯら

ᇌち上ƛたׇ˳です。今年 4 உより、実ឋ的なᢃ用がڼまりग़ჷჄჃᜱң会をڼめ、多くのჃᜱ職、

医療者、支援˖ಅが、Ⴣᜱに対するࢍい思いやࢳをਤってӋьされています。そのɼな事ಅが、

Ⴣᜱ職ǁのऴإ੩̓とჃᜱ職の連携・ңに資するためのᲶPlat] NXrseᲸのᢃփです。Plat] NXrse
は、地域ܦኽ医療、地域ѼਙǱアシステムの実現にӼけて社会が変化し、Ⴣᜱ師が必要とされる

でくჃᜱ師の、ኵጢや時間のをឬえたǳȟュニǱーシȧئ所もਘ大していくなか、多様な現ئ

ンを ,&T の২ᘐによって支援する、ソーシャル・ȍットワーǭング・システムです。 
 Plat] NXrse は、Ⴣᜱ師がऴإをᨼめたり、ᐯら発信したりするためのᙐૠの機Ꮱをͳえていま

すが、中でも活用したいのが、同じ目的をਤつჃᜱ師がグループを˺り、ऴإʩ੭をする「ǳȟュ

ニテǣ」機Ꮱです。この機Ꮱを̅うと、̊えば、部会やۀՃ会のメンバーでऴإをσஊしたり、連

携する医療機関に所ޓするჃᜱ師や、同じݦ門性をਤつჃᜱ師がॖ見ʩ੭をしたりするئをቇҥに

˺ることができます。もちǖん、院内や病内の事Ѧ連ዂや、Јင、ʼᜱ等で˞職中のჃᜱ師のフ

ǩローアップに活用することもӧᏡです。そのほか、同じᄂ̲会のӋь者、同じఄܖのЈ៲者、同

じܼࡊؾ（育δ中、ʼᜱ中など）など、同じޓ性をਤち、関心やपǈがσᡫするჃᜱ師同ٟのʩ

්のئとしてМ用できます。ኡの資料やメール等でҥ発的にऴإを発信しӳうのではなく、ዒዓ的

にऴإをᔛ積するئを設けることによって、ئ所や時間のС約をឭえてऴإをσஊできるƩけでな

く、後からӋьするメンバーにもऴإをࢽることができるので、ኺ᬴によるჷ見をࡽきዒいでいく

ことにもጟがります。多くのჃᜱ師がӋьし、多様なǳȟュニテǣが˺られることによって、マニ

ュアルƩけではܖぶことができない、ᝮ重なჷのܰࡉができ上がるとࢳされています。 
 Plat] NXrse は、М用対ᝋ者は、ग़ჷჄ内のすべてのჃᜱஊ資者。特定の患者様のၐ̊をႻᛩ

するئではありません。Ⴣᜱ職ɟ人ɟ人が広いᙻでݩஹを見ੁえ、医療の高ࡇ化、療のئやニ

育δ˞ಅをኳえて約 2 年ぶりにいにࣄ帰しました。今シーǺンは、ଷのǈの担࢘です。 

ဪ外、「ඕ岸െɯ、െɯ߇」は「Ȗラタモリ」でおなじǈの地理用ᛖ。ᡵഎかさず見ていても、

いつもЈѮ時に目にするཚ山؉がそƼえᇌつૺ߇と、アクǻルを᠉く៊ǈ込んで登って行くקの上

のࠊᘑ地がそれƩとൢがついたのはついஇᡈでした。 

 
៲ᡈなものほど、その᭽щや大Џさを見ᢅƝしやすいものですƶ。 

（おことわり：ほとんどがȍットऴإです。現ཞとはီなるئӳもあります。फしからず） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ᒉいᨗٽのذ：ଐஜモンǭーȑークのțームページより） 
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Ⴣᜱ職のためのǳȟュニǱーシȧン 
システム ᲶPlat] NXrseᲸのኰʼ 

 

ң会 Ⴣᜱ部会 ሥ理教育 ۀՃ 

医療法人ฎᘌ ฎᘌ病院 

                         Ⴣᜱ部長 ࠊҾ፦ि子 
 
࣯ᡮにݲ子高ᱫ化がᡶ行する中、医療ニーǺ、၌病ನ造の変化に伴い地域の担うᛢ題は多様化

しています。また、Ӳ医療機関地域の医療੩̓˳Сのᄩᇌや連携を推ᡶするための地域医療ನेの
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をਵえた活動がᡶめられています。そんな中、私たちჃᜱ師のௐたすࢫлも௩᠂に対応する行動щ

が൭められます。今やᐯ院Ʃけで医療やჃᜱ、ʼᜱをᎋえる時ˊでなく地域で様々な᪸域の方々と
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 。されていますࢳʩ੭システムを上手くМ用してȍットワークのਘ大がإ
今ׅ、NPO 法人Ⴣᜱの広ئがᢃփする、Ⴣᜱ職のためのǳȟュニǱーシȧンシステムᲶPlat] 
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Ⴣᜱ職ǁのऴإ੩̓とჃᜱ職の連携・ңに資するためのᲶPlat] NXrseᲸのᢃփです。Plat] NXrse
は、地域ܦኽ医療、地域ѼਙǱアシステムの実現にӼけて社会が変化し、Ⴣᜱ師が必要とされる

でくჃᜱ師の、ኵጢや時間のをឬえたǳȟュニǱーシȧئ所もਘ大していくなか、多様な現ئ

ンを ,&T の২ᘐによって支援する、ソーシャル・ȍットワーǭング・システムです。 
 Plat] NXrse は、Ⴣᜱ師がऴإをᨼめたり、ᐯら発信したりするためのᙐૠの機Ꮱをͳえていま

すが、中でも活用したいのが、同じ目的をਤつჃᜱ師がグループを˺り、ऴإʩ੭をする「ǳȟュ

ニテǣ」機Ꮱです。この機Ꮱを̅うと、̊えば、部会やۀՃ会のメンバーでऴإをσஊしたり、連

携する医療機関に所ޓするჃᜱ師や、同じݦ門性をਤつჃᜱ師がॖ見ʩ੭をしたりするئをቇҥに

˺ることができます。もちǖん、院内や病内の事Ѧ連ዂや、Јင、ʼᜱ等で˞職中のჃᜱ師のフ

ǩローアップに活用することもӧᏡです。そのほか、同じᄂ̲会のӋь者、同じఄܖのЈ៲者、同

じܼࡊؾ（育δ中、ʼᜱ中など）など、同じޓ性をਤち、関心やपǈがσᡫするჃᜱ師同ٟのʩ

්のئとしてМ用できます。ኡの資料やメール等でҥ発的にऴإを発信しӳうのではなく、ዒዓ的

にऴإをᔛ積するئを設けることによって、ئ所や時間のС約をឭえてऴإをσஊできるƩけでな

く、後からӋьするメンバーにもऴإをࢽることができるので、ኺ᬴によるჷ見をࡽきዒいでいく

ことにもጟがります。多くのჃᜱ師がӋьし、多様なǳȟュニテǣが˺られることによって、マニ

ュアルƩけではܖぶことができない、ᝮ重なჷのܰࡉができ上がるとࢳされています。 
 Plat] NXrse は、М用対ᝋ者は、ग़ჷჄ内のすべてのჃᜱஊ資者。特定の患者様のၐ̊をႻᛩ

するئではありません。Ⴣᜱ職ɟ人ɟ人が広いᙻでݩஹを見ੁえ、医療の高ࡇ化、療のئやニ

育δ˞ಅをኳえて約 2 年ぶりにいにࣄ帰しました。今シーǺンは、ଷのǈの担࢘です。 

ဪ外、「ඕ岸െɯ、െɯ߇」は「Ȗラタモリ」でおなじǈの地理用ᛖ。ᡵഎかさず見ていても、

いつもЈѮ時に目にするཚ山؉がそƼえᇌつૺ߇と、アクǻルを᠉く៊ǈ込んで登って行くקの上

のࠊᘑ地がそれƩとൢがついたのはついஇᡈでした。 

 
៲ᡈなものほど、その᭽щや大Џさを見ᢅƝしやすいものですƶ。 

（おことわり：ほとんどがȍットऴإです。現ཞとはီなるئӳもあります。फしからず） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ᒉいᨗٽのذ：ଐஜモンǭーȑークのțームページより） 
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「ዋを੨く」こと 「Ќをᄶく」こと 
 

ң会 Ⴣᜱ部会 ɟᑍ教育 ۀՃ 

医療法人ט会 

༏ဋリȏȓリテーシȧン病院 

Ⴣᜱ部長 ᡈᕲጛ子 

 
かれこれ � 年ዒዓしているឯԛが 1 つある。 

そのឯԛはᐯܡから 1 時間以上かかる中ଐ文化教ܴのß水ࢢᲥĮàというဒ法でዋをဒくことであ

る。この教ܴのᇌ Ꮼ先生の指ݰ方法が実にȦニークでൢにλった。 
Иଐの先生の言葉は「΄は્ཊɼ፯です。્ཊした፤を必要な時にԠƼ寄せるから、それまではᐯ

ဌに、そして、しっかり્ཊをտしてくƩさい」であった。 
ᄩかに先生は生ࢻの੨いているዋを時々見にまわり「いいタッȁƩƶ」「あんたらしいዋƩƶ」と

џൢづけ、あまりにƻどいئӳは「ݲし΄がဒくから見ていて」と手Ⴚし「ほら、ᑣくなった」と

生ࢻの̾性を生かすため、ዌڭなタッȁでݲしᇿをいれるƩけである。 
ൿして˺Լのԁ定はせず、ᐯဌに੨かせßዋのあるべきᛯàを押し˄けない。 
ஜ࢘に時々であるが「はーい、ႏさんμ˳のᑥづかいについてᛟଢします」とȁȧȄトしたȝイン

ᛟଢがあるのǈでᜒࡈとしてのカリǭュラムはなく実にއ心地のᑣい教ܴである。 
しかし年に 3 ׅギャラリーでޒᚁ会が͵されるため、્ ཊൢЎでȜンヤリしていると˺Լがܦ成し

ない。ɦ手であってもЈԼとなる・・・しかしޒᚁ会での˺Լは˴か、それなりのЈஹえでᚇ

ܲにज़動をɨえる。 
ᎋえてǈると、ᑸᘐܼとはᐯЎでኛࢽのいく˺ԼをЈԼするわけで、文܌どおりᐯဒᐯឃ（このئ

ӳまさしくß我àではなくßဒà）のɭမであり、ዋを੨く人の特権のようにも思われる。 
ɭの中、これƩけ大手をƾってᐯЎでឃをくことができるのはૠ多くはない。 
 話をᇌ先生の心地よい指ݰ方法にもどすが、ɭမ的なșストǻラー『 � つの習慣 』に「理解

してから理解される」という目（ᇹ 5 の習慣）がある。ᐯЎを理解してもらおうと思うなら「ま

ず先にႻ手を理解すること」である。 
私たちは人の話を聞くときにᐯЎのኺ᬴にؕづいて「ᐯӗ伝的」に話を聞いてしまう傾Ӽがある。

そしてĬᚸ̖する・・・ឃ成もしくはӒ対する。ĭる・・・ᐯЎのᙻ点からឋ問する。Įя言す

る・・・ᐯЎのኺ᬴にؕづきアドバイスする。į解する・・・ᐯЎの動機や行動をもとにႻ手の

動機や行動をとらえて解してᛟଢしようとする。 
先生はᐯЎのज़性や、やり方をɟ方的に押しつけず、ᐯЎのᎋえをちЈし理解してもらうЭに、

まず生ࢻのዋを理解し受けλれている。્ཊされた፤は「りなさい」とԠƼ寄せられるとり、

ᐻԛ々で先生の言葉を理解しようとμ៲μᩙで聞く、教えられはしないが理解するために必要な

門を多くݦ習はᐯЎでするようになる。実際、私はこれまでにኺ᬴したことがないᆉ、ዋဒのܖ

ᛠんƩ。 
 もう 1 つこの教ܴのϯいことは、ここにᨼまる生ࢻᢋである。生ࢻの平ר年ᱫは �5 ബ（多Ў）

をឬえており、ᇌ先生はࣂ年 80 ബである。もちǖん生ࢻの中には先生より年上の人もいる。こ

の教ܴの生ࢻはおʝい、これまでの人生についてはᚑれない・・・ჷりたいというᐻԛはあるがᐻ

ーǺの多様化といった変化に対応すべく、̾々にᏡщを開発、ዜਤ・Ӽ上することを目指し、Ⴣᜱ

職（ᲷNXrse）のための広ئ（ᲷPlat]）です。 
 ᛇしくは、ग़ჷჄჃᜱң会のțームページ、または「Ⴣᜱの広ئ」プラッȄナースのリンク先 

https://Nangonohiroba.org/system/に᩼アクǻスしてǈてɦさい。 
 今後、様々な地域間ʩ්がᡶǉ中でǳȟュニǱーシȧンȄールのɟつとしてこの様な Plat] NXrse
（プラッȄナース）システムにࢳをしたいと思っています。 
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ᇹ � ׅ事Ѧ部会ᄂ̲会  
 
 

 Ճۀ ԓ 者：ң会 事Ѧ部会 إ

医療法人ɳங会 ɳங病院 

事Ѧ長 部 б 

ଐ    時：平成 29 年 3 உ 22 ଐ（水）14：30᳸1�：30  

所：ग़ჷჄ医師会 9    ئ ᨞ 大ᜒؘ 

テ ー マ：「平成 30 年 4 உ診療إᣛ・ʼᜱإᣛ同時ો定を大Ꮠʖย」 

ᜒ    師：ఇࡸ会社スǺǱン  

փಅ˖ဒ部 и部長 ψ ǳンサルテǣングᛢ 統ᠤᛢ長 

 Ӯ൞࠳山ޢ

Ӌь人ૠ：151 Ӹ 

 
平成 30 年ࡇ診療إᣛો定は、2025 年˳СǁӼけたʼᜱإᣛとの同時ો定となることから、その

重要性が高く、ෞᝲᆋࡽき上ƛ・社会̬障ᝲᐯفの৮Сなどᝠ政ᛢ題が山積する中、地域医療ನ

ेもዂǈ、Ӳ病院病の機Ꮱଢᄩ化が൭められるなどӕりࠇくؾはӈしくあります。今ׅはその

ᜭᛯがスタートしたことを受け、これまでのኺዾも៊まえഏׅો定のᛯ点を解ᛟして᪬きました。 
 
Šग़ჷჄの平成 28 年ો定後の病動Ӽとλ院医療のᛢ題 
・ɟᑍ病・・・地域医療ನे（高࣯ࡇ性࣯性）2��520 に対し +29.1 時点 31��2�  

     Ⴣᜱ必要ࡇ 25�のࢨ᪪౨ᚰ。開設者別ᜭᛯの方Ӽ性。ғЎ別λ院ؕஜ料のᚸ̖（ም

定要件や医療内容）。Ⴣᜱ職Ճ以外の病ᣐ置職Ճのᜭᛯなど 
ࣄׅ・地域ѼਙǱア病・・・地域医療ನे 19�480 に対し +29.1 時点 ��282  
      アǦトカムᚸ̖、Ꮿҡ中の࣯性ׅࣄዜਤの連携についてのᛢ題。 
・療・障害者病・・・地域医療ನे 10���3 に対し +29.1 時点 11�114  

現行の医療ғЎ A'/ ғЎᚸ̖の見Ⴚしについて౨᚛。 
     �5 ৗ以上の医療ғЎ 2・3 患者のއ˰ᝲのҾЩ担 200 ό（29.10+）ف 
     ʼᜱ療等からのᆆ行先としてૼがᅆされた 
 

Š'P& の方Ӽ性 
Ĭᛦૢ̞ૠのࡑഥʖ定、ĭ後発医ᕤԼ̅用̞ૠをࡑഥし̅用˳Сьምでのᚸ̖、Į重ၐ̞ࡇૠの見

Ⴚし、įï፭の機ᏡЎけ、などがᜭᛯ౨᚛されている。 
 
Šᡚ院支援 
ᡚ院支援における医療機関の連携やࣄܡנ帰ྙのᚸ̖のנり方について、ો定にӼけてࠢ広くᛦ௹

ʖ定。設問目からᦷǈても、ᡚ院支援ࢼݦ職Ճのᣐ置ஊ無・Ǳアマȍジャーとの連携・ᡫ所ᚧ問

リȏをԃめたଔのリȏȓリʼλの̟ᡶなどが重点ᛢ題に。 

ԛஜˮで聞きЈす無ᅇさがない。どの生ࢻもおʝいの̾性と人生を尊重しӳいながら人間として᠗

いている。 
 フǣギュアスǱーターの፶生ኽࢅさんがᐯࠁஇ高点をرりஆえて 3 連ᙵをᢋ成しても「まƩまƩ

ばないといけません」とインタȓューにሉえていた。͝ಅを成しƛても、なおȁャȬンジするܖ

21 ബのᒉ者のۋはまぶしいほど᠗いて見えた。それはசஹを信じているからƩと思う。しかし、

சஹを信じるのはᒉ者Ʃけの特権ではなく、いくつになっても人生を᠗くものにしていけるかどう

かは、その人ഏᇹなのƩと思う。 
 年を重ƶるにつれて˳も心も変化していく。ᐯЎƩけではなく、社会の中で職ئの中でܼଈの中

においてもᐯЎのᇌちˮ置は変わる。්れのᡮい߷にあるޥは、ずっと同じئ所にあるのに、まる

で්れにᡞらって動いているよう見えることがある。 
「私はもうこれでҗЎ。ここからはもう動かない」とൿめたᡦᇢに、時ˊの්れにᡞ行してしまう

のに˩ているൢがする。 
 ここでまた『 � つの習慣 』からのࡽ用になるが「Ќをᄂƙ時間をとる習慣」というのがある。 
いくらᇌなЌཋでも、ᥢƼてしまっては̅いཋにはならない。「Ќをᄂƙ」というのは「̅いཋ

でありዓける」というॖԛであり、ᐯЎの「Ꮉ˳」「精神」「ჷ性」「社会とのかかわり」。これらを

「̅えるཞ७」で̬ਤするには、それをᄶく時間をきちんとつくることが必要である。 
ƩからこそᐯЎとӼきӳっていくこと。これが大Џで、ࣕしさに්されているとᐯЎのЌがᥢƼて

いることにൢづかない。 
 私は、ßǏる᳸くàしかしßᐯらЏᄰྻᄶàしなければならないこのዋの教ܴで「Ќをᄂƙ時間」

を˺りƩし、சஹを᠗かしたいと真гにᎋえている。 
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Ჶᜒ師 ޢ山࠳Ӯ൞Ჸ 

 

ᇹ � ׅ事Ѧ部会ᄂ̲会  
 
 

 Ճۀ ԓ 者：ң会 事Ѧ部会 إ

医療法人ɳங会 ɳங病院 

事Ѧ長 部 б 

ଐ    時：平成 29 年 3 உ 22 ଐ（水）14：30᳸1�：30  

所：ग़ჷჄ医師会 9    ئ ᨞ 大ᜒؘ 

テ ー マ：「平成 30 年 4 உ診療إᣛ・ʼᜱإᣛ同時ો定を大Ꮠʖย」 

ᜒ    師：ఇࡸ会社スǺǱン  

փಅ˖ဒ部 и部長 ψ ǳンサルテǣングᛢ 統ᠤᛢ長 

 Ӯ൞࠳山ޢ

Ӌь人ૠ：151 Ӹ 

 
平成 30 年ࡇ診療إᣛો定は、2025 年˳СǁӼけたʼᜱإᣛとの同時ો定となることから、その

重要性が高く、ෞᝲᆋࡽき上ƛ・社会̬障ᝲᐯفの৮Сなどᝠ政ᛢ題が山積する中、地域医療ನ

ेもዂǈ、Ӳ病院病の機Ꮱଢᄩ化が൭められるなどӕりࠇくؾはӈしくあります。今ׅはその

ᜭᛯがスタートしたことを受け、これまでのኺዾも៊まえഏׅો定のᛯ点を解ᛟして᪬きました。 
 
Šग़ჷჄの平成 28 年ો定後の病動Ӽとλ院医療のᛢ題 
・ɟᑍ病・・・地域医療ನे（高࣯ࡇ性࣯性）2��520 に対し +29.1 時点 31��2�  

     Ⴣᜱ必要ࡇ 25�のࢨ᪪౨ᚰ。開設者別ᜭᛯの方Ӽ性。ғЎ別λ院ؕஜ料のᚸ̖（ም

定要件や医療内容）。Ⴣᜱ職Ճ以外の病ᣐ置職Ճのᜭᛯなど 
ࣄׅ・地域ѼਙǱア病・・・地域医療ನे 19�480 に対し +29.1 時点 ��282  
      アǦトカムᚸ̖、Ꮿҡ中の࣯性ׅࣄዜਤの連携についてのᛢ題。 
・療・障害者病・・・地域医療ನे 10���3 に対し +29.1 時点 11�114  

現行の医療ғЎ A'/ ғЎᚸ̖の見Ⴚしについて౨᚛。 
     �5 ৗ以上の医療ғЎ 2・3 患者のއ˰ᝲのҾЩ担 200 ό（29.10+）ف 
     ʼᜱ療等からのᆆ行先としてૼがᅆされた 
 

Š'P& の方Ӽ性 
Ĭᛦૢ̞ૠのࡑഥʖ定、ĭ後発医ᕤԼ̅用̞ૠをࡑഥし̅用˳Сьምでのᚸ̖、Į重ၐ̞ࡇૠの見

Ⴚし、įï፭の機ᏡЎけ、などがᜭᛯ౨᚛されている。 
 
Šᡚ院支援 
ᡚ院支援における医療機関の連携やࣄܡנ帰ྙのᚸ̖のנり方について、ો定にӼけてࠢ広くᛦ௹

ʖ定。設問目からᦷǈても、ᡚ院支援ࢼݦ職Ճのᣐ置ஊ無・Ǳアマȍジャーとの連携・ᡫ所ᚧ問

リȏをԃめたଔのリȏȓリʼλの̟ᡶなどが重点ᛢ題に。 

ԛஜˮで聞きЈす無ᅇさがない。どの生ࢻもおʝいの̾性と人生を尊重しӳいながら人間として᠗

いている。 
 フǣギュアスǱーターの፶生ኽࢅさんがᐯࠁஇ高点をرりஆえて 3 連ᙵをᢋ成しても「まƩまƩ

ばないといけません」とインタȓューにሉえていた。͝ಅを成しƛても、なおȁャȬンジするܖ

21 ബのᒉ者のۋはまぶしいほど᠗いて見えた。それはசஹを信じているからƩと思う。しかし、

சஹを信じるのはᒉ者Ʃけの特権ではなく、いくつになっても人生を᠗くものにしていけるかどう

かは、その人ഏᇹなのƩと思う。 
 年を重ƶるにつれて˳も心も変化していく。ᐯЎƩけではなく、社会の中で職ئの中でܼଈの中

においてもᐯЎのᇌちˮ置は変わる。්れのᡮい߷にあるޥは、ずっと同じئ所にあるのに、まる

で්れにᡞらって動いているよう見えることがある。 
「私はもうこれでҗЎ。ここからはもう動かない」とൿめたᡦᇢに、時ˊの්れにᡞ行してしまう

のに˩ているൢがする。 
 ここでまた『 � つの習慣 』からのࡽ用になるが「Ќをᄂƙ時間をとる習慣」というのがある。 
いくらᇌなЌཋでも、ᥢƼてしまっては̅いཋにはならない。「Ќをᄂƙ」というのは「̅いཋ

でありዓける」というॖԛであり、ᐯЎの「Ꮉ˳」「精神」「ჷ性」「社会とのかかわり」。これらを

「̅えるཞ७」で̬ਤするには、それをᄶく時間をきちんとつくることが必要である。 
ƩからこそᐯЎとӼきӳっていくこと。これが大Џで、ࣕしさに්されているとᐯЎのЌがᥢƼて

いることにൢづかない。 
 私は、ßǏる᳸くàしかしßᐯらЏᄰྻᄶàしなければならないこのዋの教ܴで「Ќをᄂƙ時間」

を˺りƩし、சஹを᠗かしたいと真гにᎋえている。 
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ᇹ 1 ׅ・ᇹ 2 ׅ・ᇹ 3 ׅπ開ᄂ̲ 
 

ଐ    時：ᇹ 1 ׅ 平成 29 年 4 உ 12 ଐ（水） 9：45᳸1�：45 

     ᇹ 2 ׅ 平成 29 年 4 உ 13 ଐ（ங） 9：45᳸1�：45 

     ᇹ 3 ׅ 平成 29 年 4 உ 14 ଐ（） 9：45᳸1�：45 

所：ग़ჷჄ医師会 9    ئ ᨞ 大ᜒؘ 

テ ー マ：ᇹ 1 ׅ 『医療・ʼᜱ職者のȓジȍスマナー』ؕஜዻ 

     ᇹ 2 ׅ 『医療・ʼᜱ職者のȓジȍスマナー』ᩓ話応対ዻ 

          ᇹ 3 ׅ 『医療・ʼᜱ職者のȓジȍスマナー』إ連Ⴛዻ 

ᜒ    師：ᇹ 1 ׅ ఇࡸ会社ライフスタイル・Ǧーマン ьᕲᢷɭ൞ 

ᇹ 2 ׅ ఇࡸ会社ライフスタイル・Ǧーマン ьᕲᢷɭ൞・高Ꭷ子൞ 

     ᇹ 3 ׅ ஊᨂ会社 /,%5A ˊᘙӕዸࢫ 平ᘽь൞ 

Ӌь人ૠ：ᇹ 1 ׅ 41 Ӹ 

     ᇹ 2 ׅ 41 Ӹ 

     ᇹ 3 ׅ 4� Ӹ 

『ᇹ 1 ׅ ᄂ̲ಒ要』 
Ფ必᪰のȓジȍスマナー、医療・ʼᜱ職者として必要なマインドとスǭルを 1 ଐで̲ࢽ 

◆ 社会人として࢘たりЭに൭められるˁ事上のマナーᲶȓジȍスマナーᲸを៲につける 
◆ 医療・ʼᜱ職者として、必要なᲶȁームのɟՃとしてᲸのॖᜤとそのᘙ現щを៲につける 

  ・ό๖なಅѦ、医療サーȓスに必要なऴإσஊのˁ方を習ࢽする 
   Ĭദしく伝える ➔ ĭദしくきく ➔ Įσஊする 等 

◆ ᄂ̲のਰりᡉりシートを˺成する 
 
『ᇹ 2 ׅ ᄂ̲ಒ要』 
ᲤଐࠝಅѦにഎかせないᩓ話応対に特化したᄂ̲ 

Ŧ ᡫ信手െの変化により、ᩓ話応対ǁのᒊ手ॖᜤが広がり、ኺ᬴ɧឱが指ઇされている 
医療・ʼᜱ職者として、必要なᲶኵጢのɟՃとしてᲸのॖᜤとᩓ話応対スǭルを៲につける 

◆ ᩓ話応対に必要なؕஜスǭルをܖƼ、ロールプȬイングによる実ោጀ習をᡫじて、所ޓ先内・

所ޓ先外に対するᩓ話応対にᐯ信をਤつ 
◆ 『安心ज़・信᫂ज़』をɨえるᩓ話応対に必要なスǭルを習ࢽする 

 
『ᇹ 3 ׅ ᄂ̲ಒ要』 
Ფଐࠝにഎかせない、إԓ・連ዂ・Ⴛᛩの理解をขめ、実ោできるようにする 

 Ƽƃ、Ƃできるようにƃするܖԓ・連ዂ・Ⴛᛩのˁ方をɟଐでƂإ
 ԓ・連ዂ・Ⴛᛩの必要性を理解するإ ی

  ・࣭ることによるࡴ害をᛐᜤする ・ᄩ実に重要性を理解する 
+5:1 ی  をॖᜤすることの必要性をჷる 
 ◆ Ǳーススタȇǣをᡫして理解をขめ、実ោできるようにする 

Šܡנ医療のᛢ題 
ឋとはもとより、јྙ性もᄩ̬しつつ、多様化する患者ニーǺに応えるૼたなサーȓス੩̓のあ

り方や、地域ཞඞ、患者̾々のཞ७、医療内容、˰まい方等を៊まえたᚸ̖をどうᎋえるか。 
 
Š外ஹ医療のᛢ題 
外ஹ医療のニーǺの変化や多様性も៊まえ、よりឋの高い適Џな外ஹ医療が੩̓できるよう外ஹ患

者の特性や病७に応じたᚸ̖やૼたなサーȓス੩̓のありかた等についてどうᎋえるか。ஊ診療

所ถݲのᛢ題や ,&T ᚸ̖など様々なᛢ題について中医ңでॖ見あり。 
 
Šかかりつけ医機Ꮱのᛢ題 
における療まで್ૺ的により広いᚇ点で患者を診ܡנஹのɼ治医機Ꮱにьえて、ଐࠝ診療からࢼ

るࢫлを担うものとしてᜭᛯ。中医ңにおいても様々なॖ見がЈされ、かかりつけ医の定፯、ᙐૠ

医療機関受診者のৢい、かかりつけ医以外の受診時の定᫇担などᛢ題が多い。 
 

1 年Эという時にも関わらず、多ૠのӋьを᪬き、医療関̞者にとってஜテーマの関心の高さ

をોめてज़じました。ʖยならƵʖ言とȦーモアをもってお話された࠹つもの内容は、「この 1 年

をどうแͳしていくか」をӲ法人が౨᚛する上で大変ஊॖ፯なᄂ̲でありました。 
 
 

Ჶ会ئ風Ჸ 
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ᇹ 1 ׅ・ᇹ 2 ׅ・ᇹ 3 ׅπ開ᄂ̲ 
 

ଐ    時：ᇹ 1 ׅ 平成 29 年 4 உ 12 ଐ（水） 9：45᳸1�：45 

     ᇹ 2 ׅ 平成 29 年 4 உ 13 ଐ（ங） 9：45᳸1�：45 

     ᇹ 3 ׅ 平成 29 年 4 உ 14 ଐ（） 9：45᳸1�：45 

所：ग़ჷჄ医師会 9    ئ ᨞ 大ᜒؘ 

テ ー マ：ᇹ 1 ׅ 『医療・ʼᜱ職者のȓジȍスマナー』ؕஜዻ 

     ᇹ 2 ׅ 『医療・ʼᜱ職者のȓジȍスマナー』ᩓ話応対ዻ 

          ᇹ 3 ׅ 『医療・ʼᜱ職者のȓジȍスマナー』إ連Ⴛዻ 

ᜒ    師：ᇹ 1 ׅ ఇࡸ会社ライフスタイル・Ǧーマン ьᕲᢷɭ൞ 

ᇹ 2 ׅ ఇࡸ会社ライフスタイル・Ǧーマン ьᕲᢷɭ൞・高Ꭷ子൞ 

     ᇹ 3 ׅ ஊᨂ会社 /,%5A ˊᘙӕዸࢫ 平ᘽь൞ 

Ӌь人ૠ：ᇹ 1 ׅ 41 Ӹ 

     ᇹ 2 ׅ 41 Ӹ 

     ᇹ 3 ׅ 4� Ӹ 

『ᇹ 1 ׅ ᄂ̲ಒ要』 
Ფ必᪰のȓジȍスマナー、医療・ʼᜱ職者として必要なマインドとスǭルを 1 ଐで̲ࢽ 

◆ 社会人として࢘たりЭに൭められるˁ事上のマナーᲶȓジȍスマナーᲸを៲につける 
◆ 医療・ʼᜱ職者として、必要なᲶȁームのɟՃとしてᲸのॖᜤとそのᘙ現щを៲につける 

  ・ό๖なಅѦ、医療サーȓスに必要なऴإσஊのˁ方を習ࢽする 
   Ĭദしく伝える ➔ ĭദしくきく ➔ Įσஊする 等 

◆ ᄂ̲のਰりᡉりシートを˺成する 
 
『ᇹ 2 ׅ ᄂ̲ಒ要』 
ᲤଐࠝಅѦにഎかせないᩓ話応対に特化したᄂ̲ 

Ŧ ᡫ信手െの変化により、ᩓ話応対ǁのᒊ手ॖᜤが広がり、ኺ᬴ɧឱが指ઇされている 
医療・ʼᜱ職者として、必要なᲶኵጢのɟՃとしてᲸのॖᜤとᩓ話応対スǭルを៲につける 

◆ ᩓ話応対に必要なؕஜスǭルをܖƼ、ロールプȬイングによる実ោጀ習をᡫじて、所ޓ先内・

所ޓ先外に対するᩓ話応対にᐯ信をਤつ 
◆ 『安心ज़・信᫂ज़』をɨえるᩓ話応対に必要なスǭルを習ࢽする 

 
『ᇹ 3 ׅ ᄂ̲ಒ要』 
Ფଐࠝにഎかせない、إԓ・連ዂ・Ⴛᛩの理解をขめ、実ោできるようにする 

 Ƽƃ、Ƃできるようにƃするܖԓ・連ዂ・Ⴛᛩのˁ方をɟଐでƂإ
 ԓ・連ዂ・Ⴛᛩの必要性を理解するإ ی

  ・࣭ることによるࡴ害をᛐᜤする ・ᄩ実に重要性を理解する 
+5:1 ی  をॖᜤすることの必要性をჷる 
 ◆ Ǳーススタȇǣをᡫして理解をขめ、実ោできるようにする 

Šܡנ医療のᛢ題 
ឋとはもとより、јྙ性もᄩ̬しつつ、多様化する患者ニーǺに応えるૼたなサーȓス੩̓のあ

り方や、地域ཞඞ、患者̾々のཞ७、医療内容、˰まい方等を៊まえたᚸ̖をどうᎋえるか。 
 
Š外ஹ医療のᛢ題 
外ஹ医療のニーǺの変化や多様性も៊まえ、よりឋの高い適Џな外ஹ医療が੩̓できるよう外ஹ患

者の特性や病७に応じたᚸ̖やૼたなサーȓス੩̓のありかた等についてどうᎋえるか。ஊ診療

所ถݲのᛢ題や ,&T ᚸ̖など様々なᛢ題について中医ңでॖ見あり。 
 
Šかかりつけ医機Ꮱのᛢ題 
における療まで್ૺ的により広いᚇ点で患者を診ܡנஹのɼ治医機Ꮱにьえて、ଐࠝ診療からࢼ

るࢫлを担うものとしてᜭᛯ。中医ңにおいても様々なॖ見がЈされ、かかりつけ医の定፯、ᙐૠ

医療機関受診者のৢい、かかりつけ医以外の受診時の定᫇担などᛢ題が多い。 
 

1 年Эという時にも関わらず、多ૠのӋьを᪬き、医療関̞者にとってஜテーマの関心の高さ

をોめてज़じました。ʖยならƵʖ言とȦーモアをもってお話された࠹つもの内容は、「この 1 年

をどうแͳしていくか」をӲ法人が౨᚛する上で大変ஊॖ፯なᄂ̲でありました。 
 
 

Ჶ会ئ風Ჸ 

報告
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医療政ሊሊ定ۀՃ会Ჩ社会̬ᨖ部会 
医事ಅѦᄂᆮ会（5 உ） 

 
 平ܨԓ 者：医療法人ᝠׇծࠝ会 ծࠝ会リȏȓリテーシȧン病院 後ᕲ إ

ଐ    時：平成 29 年 5 உ 18 ଐ（ங）14：00᳸ 

� 所：ग़ჷჄ医師会    ئ ᨞ ᄂ̲ܴ 

Ӌь人ૠ：3� Ӹ（ᙐૠЈࠗ設 � 設） 

 
Ŧ إԓ者ᩃज़ 

今年ࡇの医事事Ѧᄂᆮ会のテーマの 1 つとして、「適ദな̬ᨖ診療をするために適時ᛦ௹のऴإ

σஊを行う」がਫƛられます。医療機関によりފけЈている設ؕแがီなりますが、万μの˳С

で受ݙできるように、ऴإσஊをᡶめていきたいと思います。すでに受ݙฎǈの医療機関のऴإが

᫂りになりますので、ႏさんでңщしてӕりኵんでいきましǐう。 
 
ഏׅ開͵ଐ：平成 ی 29 年 � உ 15 ଐ（ங）14:00 � ᨞ ᄂ̲ܴ 
 
事Ѧ部会ᄂ̲会「平成 ی 30 年 4 உ同時ો定ǁǉけて中医ңのᡶཞඞを解ᛟ」 
  ଐ時：� உ 2� ଐ（水）14：00᳸1�：30  

ᜒ師：ఇࡸ会社スǺǱン おॖࢽ様サȝート部 ǳンサルテǣングᛢ ా村ܑپ൞ 
 
 等إถ点ऴف・ᡉ ی
・ᡢௌ患者の内 アムロジȔンがᢅй৲ɨで௹定される。ᡢௌଐと᩼ᡢௌଐで用方法がီなる

ଓのǳメントをいてϐ4。௹ݙ உȬǻプトも同様にǳメント˄ɨ（後高ᱫ者） 
・「.029 ሂᎹ内ီཋઇЈᘐ」は、ႝᐎЏ開、ጐӳがあればም定ӧᏡ。それ以外は、「᳄000 оͻϼ

置」をም定 
用リȏȓリ、၌患ᨂЭであったがࡑ・ 13 ҥˮに௹定された 
・カムシアᣐӳᥪ、アムロジンᥪとɟደにϼ方し、上ᨂȟリૠឭえのため௹定。ᐮ時でϼ方された

ᕤдがᣐӳᥪの成Ўとᘮらないか注ॖする必要あり 
・アイȓックスᣐӳᥪ、アムロジンᥪとɟደにϼ方し、上ᨂȟリૠឭえのため௹定 
・ȝリペクトȟーᘐ、1 உと 3 உがɟ連とЙૺされ 1 ׅЎ௹定（外ஹ）。部ˮがီなればǳメント

をいてࣄ活した事̊あり 
・ギプス『ࠇきなおし』を行った࢘ଐのリȏが௹定。ギプス˺成時のリȏȓリはም定ɧӧであるが、

 きなおしなのでǳメントをいてϐ੩Јࠇ
・ȎルスȑンテープのИ診時からのϼ方が௹定。᩼ǪȔǪイドᦒၘдで治療難なئӳのഏ手െ

となるため。Э医から৲ɨのǳメント˄けてϐ੩Ј 
・リǺȟックᥪとドプスᥪ、上ᨂឬえのため௹定（適応病Ӹ：ᡢௌ˯ᘉןၐ） 
・ǨȔペン注ݧ෩、ܡנᐯࠁ注ݧ指ݰሥ理料をም定しているئӳは、「ŨଐЎ」、「̅用ئ所」、「ア

ナフǣラǭシーシȧック時」などのǳメントが必要 
・ჺ๛נ手ᘐ等ؕஜ料 3、ȝリペグトȟーᘐ、உλ院でИଐにም定し、ഏஉはᛪ൭点 0 点、ᐯ

『ᇹ 1 ׅ Ӌь者からの٣』 
 ・ǲームをӕりλれてǳȟュニǱーシȧンをとるという手法がᑣかったと思いました。ॖ見も言

いやすいし、˂の人のॖ見も聞きやすかったです。 
 ・社会人として必要なことをܖぶことができました。ワークも多く、ܖࡈのǈではなかったこと

がᑣかったです。 
 ・ોめてขくᎋえるきっかけとなり、よい機会でした。 
 
『ᇹ 2 ׅ Ӌь者からの٣』 
 ・ᩓ話応対についてᒊ手ॖᜤがありましたが、なんどもࣄすることでपまずに（たじǖがずに）

言葉がЈてくることがわかり、大変Ѡࢍになりました。 
 ・言葉ᢔいもᩓ話応対もλ職してからどう̅えばᑣいかൢになる部ЎƩったので、実ោできてᑣ

かったです。職ئでᢤけていたᩓ話ですが、ഏからμて私がӕるѬいでいきたいと思います。 
・ᩓ話応対のᄂ̲をこのままዓけてഒしいです。 
 

『ᇹ 3 ׅ Ӌь者からの٣』 
 ・ˁ事をしていく上で、すƝく重要なことなので、ᐯЎでのϐᛐᜤはもちǖん、後ǁのアドバ

イスをする上で、いいѠࢍになりました。 
 ・ИめてӋьさせていたƩきました。なかなかإԓについてܖぶ機会は職ئではなく、やりな

がら覚えていくज़じであったため、今ׅのᄂ̲でܖんƩことを活かし、還Ψしていけたらと思

いました。 
連Ⴛについて時間をかけてขくᎋえてǈるといǖんなことがあり、μてがつながっているとإ・ 

思いました。 
 

Ჶ会ئ風Ჸ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Ჶᇹ 2 ׅᲸ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                       Ჶᇹ 3 ׅᲸ 
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医療政ሊሊ定ۀՃ会Ჩ社会̬ᨖ部会 
医事ಅѦᄂᆮ会（5 உ） 

 
 平ܨԓ 者：医療法人ᝠׇծࠝ会 ծࠝ会リȏȓリテーシȧン病院 後ᕲ إ

ଐ    時：平成 29 年 5 உ 18 ଐ（ங）14：00᳸ 

� 所：ग़ჷჄ医師会    ئ ᨞ ᄂ̲ܴ 

Ӌь人ૠ：3� Ӹ（ᙐૠЈࠗ設 � 設） 

 
Ŧ إԓ者ᩃज़ 

今年ࡇの医事事Ѧᄂᆮ会のテーマの 1 つとして、「適ദな̬ᨖ診療をするために適時ᛦ௹のऴإ

σஊを行う」がਫƛられます。医療機関によりފけЈている設ؕแがီなりますが、万μの˳С

で受ݙできるように、ऴإσஊをᡶめていきたいと思います。すでに受ݙฎǈの医療機関のऴإが

᫂りになりますので、ႏさんでңщしてӕりኵんでいきましǐう。 
 
ഏׅ開͵ଐ：平成 ی 29 年 � உ 15 ଐ（ங）14:00 � ᨞ ᄂ̲ܴ 
 
事Ѧ部会ᄂ̲会「平成 ی 30 年 4 உ同時ો定ǁǉけて中医ңのᡶཞඞを解ᛟ」 
  ଐ時：� உ 2� ଐ（水）14：00᳸1�：30  

ᜒ師：ఇࡸ会社スǺǱン おॖࢽ様サȝート部 ǳンサルテǣングᛢ ా村ܑپ൞ 
 
 等إถ点ऴف・ᡉ ی
・ᡢௌ患者の内 アムロジȔンがᢅй৲ɨで௹定される。ᡢௌଐと᩼ᡢௌଐで用方法がီなる

ଓのǳメントをいてϐ4。௹ݙ உȬǻプトも同様にǳメント˄ɨ（後高ᱫ者） 
・「.029 ሂᎹ内ီཋઇЈᘐ」は、ႝᐎЏ開、ጐӳがあればም定ӧᏡ。それ以外は、「᳄000 оͻϼ

置」をም定 
用リȏȓリ、၌患ᨂЭであったがࡑ・ 13 ҥˮに௹定された 
・カムシアᣐӳᥪ、アムロジンᥪとɟደにϼ方し、上ᨂȟリૠឭえのため௹定。ᐮ時でϼ方された

ᕤдがᣐӳᥪの成Ўとᘮらないか注ॖする必要あり 
・アイȓックスᣐӳᥪ、アムロジンᥪとɟደにϼ方し、上ᨂȟリૠឭえのため௹定 
・ȝリペクトȟーᘐ、1 உと 3 உがɟ連とЙૺされ 1 ׅЎ௹定（外ஹ）。部ˮがီなればǳメント

をいてࣄ活した事̊あり 
・ギプス『ࠇきなおし』を行った࢘ଐのリȏが௹定。ギプス˺成時のリȏȓリはም定ɧӧであるが、

 きなおしなのでǳメントをいてϐ੩Јࠇ
・ȎルスȑンテープのИ診時からのϼ方が௹定。᩼ǪȔǪイドᦒၘдで治療難なئӳのഏ手െ

となるため。Э医から৲ɨのǳメント˄けてϐ੩Ј 
・リǺȟックᥪとドプスᥪ、上ᨂឬえのため௹定（適応病Ӹ：ᡢௌ˯ᘉןၐ） 
・ǨȔペン注ݧ෩、ܡנᐯࠁ注ݧ指ݰሥ理料をም定しているئӳは、「ŨଐЎ」、「̅用ئ所」、「ア

ナフǣラǭシーシȧック時」などのǳメントが必要 
・ჺ๛נ手ᘐ等ؕஜ料 3、ȝリペグトȟーᘐ、உλ院でИଐにም定し、ഏஉはᛪ൭点 0 点、ᐯ

『ᇹ 1 ׅ Ӌь者からの٣』 
 ・ǲームをӕりλれてǳȟュニǱーシȧンをとるという手法がᑣかったと思いました。ॖ見も言

いやすいし、˂の人のॖ見も聞きやすかったです。 
 ・社会人として必要なことをܖぶことができました。ワークも多く、ܖࡈのǈではなかったこと

がᑣかったです。 
 ・ોめてขくᎋえるきっかけとなり、よい機会でした。 
 
『ᇹ 2 ׅ Ӌь者からの٣』 
 ・ᩓ話応対についてᒊ手ॖᜤがありましたが、なんどもࣄすることでपまずに（たじǖがずに）

言葉がЈてくることがわかり、大変Ѡࢍになりました。 
 ・言葉ᢔいもᩓ話応対もλ職してからどう̅えばᑣいかൢになる部ЎƩったので、実ោできてᑣ

かったです。職ئでᢤけていたᩓ話ですが、ഏからμて私がӕるѬいでいきたいと思います。 
・ᩓ話応対のᄂ̲をこのままዓけてഒしいです。 
 

『ᇹ 3 ׅ Ӌь者からの٣』 
 ・ˁ事をしていく上で、すƝく重要なことなので、ᐯЎでのϐᛐᜤはもちǖん、後ǁのアドバ

イスをする上で、いいѠࢍになりました。 
 ・ИめてӋьさせていたƩきました。なかなかإԓについてܖぶ機会は職ئではなく、やりな

がら覚えていくज़じであったため、今ׅのᄂ̲でܖんƩことを活かし、還Ψしていけたらと思

いました。 
連Ⴛについて時間をかけてขくᎋえてǈるといǖんなことがあり、μてがつながっているとإ・ 

思いました。 
 

Ჶ会ئ風Ჸ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Ჶᇹ 2 ׅᲸ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                       Ჶᇹ 3 ׅᲸ 
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医療政ሊሊ定ۀՃ会Ჩ社会̬ᨖ部会 
医事ಅѦᄂᆮ会（� உ） 

 
 ԓ 者：医療法人ᝠׇग़ඡ会 ग़ჷ国際病院 ՓຓМଯ إ

ଐ    時：平成 29 年 � உ 15 ଐ（ங）14：00᳸ 

� 所：ग़ჷჄ医師会    ئ ᨞ ᄂ̲ܴ 

Ӌь人ૠ：39 Ӹ（ᙐૠЈࠗ設 5 設） 

 
Ŧ إԓ者ᩃज़ 

2025 年までに、ׇجのɭˊが後高ᱫ者になり医療、ʼᜱᝲ等の社会̬障ᝲが࣯فすることが

ভ念されています。2018 年の同時ો定では医療機ᏡのЎ化、連携のࢍ化、јྙ的かつјௐ的な医

療の実現、地域ѼਙǱアシステムのನሰが推ᡶされ、今後の医療ʼᜱニーǺに対応していくための

ራ目の年となります。地域のニーǺにӳわせ必要な医療を੩̓していくために、ᐯ設の職ՃǁӼ

けたऴإ発信、σஊをしていくことが大Џです。 
 
ഏׅ開͵ଐ：平成 ی 29 年 � உ 20 ଐ（ங）14:00 � ᨞ ᄂ̲ܴ 
 
事Ѧ部会ᄂ̲会「平成 ی 30 年 4 உ同時ો定ǁǉけて中医ңのᡶཞඞを解ᛟ」 
  ଐ時：� உ 2� ଐ（水）14：00᳸1�：30  

ᜒ師：ఇࡸ会社スǺǱン おॖࢽ様サȝート部 ǳンサルテǣングᛢ ా村ܑپ൞ 
 
厚生іႾのțームページ上で平成 ی 28 年ࡇ診療إᣛો定における「ሉဎ˄࠘ॖ見」がᄩᛐで

きる。内容は平成 30 年診療إᣛો定のᛢ題としてႮり込まれる事がᚡ᠍されている。 
リンク先： 

http://www.mhlw.go.jp/Iile/05-6hingiNai-12404000-+oNenNyoNX-,ryoXNa/0000112222.pdI 
 
 等إถ点ऴف・ᡉ ی
・地域ѼਙǱア病λ院料、医療ሥ理料の設ؕแには၌患別リȏȓリテーシȧンを੩̓する患者

については、平ר 2 ҥˮ以上੩̓していることとされているが、ࡑ用ၐͅ፭リȏȓリテーシȧン料

はこれにԃまれない 
・支ؕより連ዂ文あり 
'010 特ഷЎௌ「� ᏢᏆᣠЎဒ」は、ᄩ定診ૺされた心ሂయص、心ၐ、Ꮿయص、ॸ性閉ص性動Ꮶ

ᄒ化ၐに対してᛐめる。ҥなる動Ꮶᄒ化ၐ、Ꮲឋီࠝၐなどに対するም定はᛐめられない 
・地域ѼਙǱア病を 10  するʖ定の医療機関ありف
・生活̬ᜱで医療ৣяを受けている患者の中にᐯࠁ担が発生する方がفえてきた 
1 ȶஉの担が 5 万όの方もいる。担᫇のᄩᛐやȬǻǳンがச対応の部Ўがありᒊіしている 
・μ国がん登СࡇのފЈが � உまでとなっている。ᨂまでにފЈᅚのɧͳのある部Ўを̲ദ

していく 
・Ȭǻǳンのɧͳがあり、ᨂࡇ᫇適応ᛐ定にᚡ᠍のある所ࢽғЎȇータがӒପされずにᡉとな

担ࠁ 0 όでȬǻプト੩Јする必要あり è「0」のᘙᚡが必要となる 
・化ܖ療法ᕤдリȄǭサン、ॸ性ᆳ発性ᘉݱெถݲ性ከ૮病に対して̅用されている医療機関はあ

りますか。è もともとはफ性リンȑᏽのᕤд 
ĺ ̅用している医療機関なし 
ĺ 3 ȶஉ目なのでॸ性ৢいでガンバグロȖリンからڼめずリȄǭサンから開ڼ 

・リȏȓリテーシȧンのም定方法 
Ꮿᘉሥ၌患の患者に対するִɦ機Ꮱጀのʼλは、၌患別リȏをም定しているか、અ機Ꮱ療法で

ም定しているか 
ĺ ǳメント˄けてᏯᘉሥでም定している医療機関とઅ機Ꮱ療法でም定している医療機関

とɲ方あり 
・ச成年の౨௹同ॖは、ᚃ権者のサイン必要かᲹ è ᚃࣂさんᢒ方、生ᚘはᐯᇌ 

ĺ ငۡ人科の中ዌᘐのئӳは、必ず̬ᜱ者のサインが必要 
インフルǨンǶのʖ᧸ᆔは̬ᜱ者のサインなし。大ܖ生のئӳはᚃのサインはなし  
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医療政ሊሊ定ۀՃ会Ჩ社会̬ᨖ部会 
医事ಅѦᄂᆮ会（� உ） 

 
 ԓ 者：医療法人ᝠׇग़ඡ会 ग़ჷ国際病院 ՓຓМଯ إ

ଐ    時：平成 29 年 � உ 15 ଐ（ங）14：00᳸ 

� 所：ग़ჷჄ医師会    ئ ᨞ ᄂ̲ܴ 

Ӌь人ૠ：39 Ӹ（ᙐૠЈࠗ設 5 設） 

 
Ŧ إԓ者ᩃज़ 

2025 年までに、ׇجのɭˊが後高ᱫ者になり医療、ʼᜱᝲ等の社会̬障ᝲが࣯فすることが

ভ念されています。2018 年の同時ો定では医療機ᏡのЎ化、連携のࢍ化、јྙ的かつјௐ的な医

療の実現、地域ѼਙǱアシステムのನሰが推ᡶされ、今後の医療ʼᜱニーǺに対応していくための

ራ目の年となります。地域のニーǺにӳわせ必要な医療を੩̓していくために、ᐯ設の職ՃǁӼ

けたऴإ発信、σஊをしていくことが大Џです。 
 
ഏׅ開͵ଐ：平成 ی 29 年 � உ 20 ଐ（ங）14:00 � ᨞ ᄂ̲ܴ 
 
事Ѧ部会ᄂ̲会「平成 ی 30 年 4 உ同時ો定ǁǉけて中医ңのᡶཞඞを解ᛟ」 
  ଐ時：� உ 2� ଐ（水）14：00᳸1�：30  

ᜒ師：ఇࡸ会社スǺǱン おॖࢽ様サȝート部 ǳンサルテǣングᛢ ా村ܑپ൞ 
 
厚生іႾのțームページ上で平成 ی 28 年ࡇ診療إᣛો定における「ሉဎ˄࠘ॖ見」がᄩᛐで

きる。内容は平成 30 年診療إᣛો定のᛢ題としてႮり込まれる事がᚡ᠍されている。 
リンク先： 

http://www.mhlw.go.jp/Iile/05-6hingiNai-12404000-+oNenNyoNX-,ryoXNa/0000112222.pdI 
 
 等إถ点ऴف・ᡉ ی
・地域ѼਙǱア病λ院料、医療ሥ理料の設ؕแには၌患別リȏȓリテーシȧンを੩̓する患者

については、平ר 2 ҥˮ以上੩̓していることとされているが、ࡑ用ၐͅ፭リȏȓリテーシȧン料

はこれにԃまれない 
・支ؕより連ዂ文あり 
'010 特ഷЎௌ「� ᏢᏆᣠЎဒ」は、ᄩ定診ૺされた心ሂయص、心ၐ、Ꮿయص、ॸ性閉ص性動Ꮶ

ᄒ化ၐに対してᛐめる。ҥなる動Ꮶᄒ化ၐ、Ꮲឋီࠝၐなどに対するም定はᛐめられない 
・地域ѼਙǱア病を 10  するʖ定の医療機関ありف
・生活̬ᜱで医療ৣяを受けている患者の中にᐯࠁ担が発生する方がفえてきた 
1 ȶஉの担が 5 万όの方もいる。担᫇のᄩᛐやȬǻǳンがச対応の部Ўがありᒊіしている 
・μ国がん登СࡇのފЈが � உまでとなっている。ᨂまでにފЈᅚのɧͳのある部Ўを̲ദ

していく 
・Ȭǻǳンのɧͳがあり、ᨂࡇ᫇適応ᛐ定にᚡ᠍のある所ࢽғЎȇータがӒପされずにᡉとな

担ࠁ 0 όでȬǻプト੩Јする必要あり è「0」のᘙᚡが必要となる 
・化ܖ療法ᕤдリȄǭサン、ॸ性ᆳ発性ᘉݱெถݲ性ከ૮病に対して̅用されている医療機関はあ

りますか。è もともとはफ性リンȑᏽのᕤд 
ĺ ̅用している医療機関なし 
ĺ 3 ȶஉ目なのでॸ性ৢいでガンバグロȖリンからڼめずリȄǭサンから開ڼ 

・リȏȓリテーシȧンのም定方法 
Ꮿᘉሥ၌患の患者に対するִɦ機Ꮱጀのʼλは、၌患別リȏをም定しているか、અ機Ꮱ療法で

ም定しているか 
ĺ ǳメント˄けてᏯᘉሥでም定している医療機関とઅ機Ꮱ療法でም定している医療機関

とɲ方あり 
・ச成年の౨௹同ॖは、ᚃ権者のサイン必要かᲹ è ᚃࣂさんᢒ方、生ᚘはᐯᇌ 

ĺ ငۡ人科の中ዌᘐのئӳは、必ず̬ᜱ者のサインが必要 
インフルǨンǶのʖ᧸ᆔは̬ᜱ者のサインなし。大ܖ生のئӳはᚃのサインはなし  
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ってしまった 
・ிෙ҅ᨕ厚生ޅより、ފЈをしているλ院ؕஜ料のьምの中で、சም定目のɟ部変ފの੩Ј

を൭められた。ފЈ内容をᄩᛐし、ϐ੩Јする 
・λ院患者にフǩルテǪを̅用しており、アȬルギーのи˺用にて中ഥになったئӳのᛪ൭はどの

ようにしたらよいか 
ĺ フǩルテǪ 1 ǭットを 28 ଐでлった᫇を 1 ଐとしてᛪ൭する 

・伝ᢋᣓでԠԈ৮Сのある患者に対しᣠእԈλを行った。手ᘐの目でም定したが、μ៲ᣓ以

外のᣠእԈλはϼ置目でም定するようにと指ᅆがあった 
λ院中に̅用開5、ڼ ׅ目でアȬルギーၐཞで中ഥ、സりЎም定できない 
・%NP ౨௹のም定に際しЭׅም定ଐのᚡ᠍が必要であるか。実ଐのᚡ᠍が必要である 
・ᐃ部Ǩǳー、シャントǨǳー、心Ǩǳーのᢅйም定で௹定あり 
˳෩ย定は年に˴ׅくらいが࢘ڲか。ӳ́ၐのஊ無（スクリーニングとして）なら年 1 ׅᆉࡇ。

医療機関μ˳で件ૠが多いとのᜩԓかもしれない 
用ၐͅ፭リȏȓリテーシȧン料がࡑ・ 11 ׅから 5 ׅにถ点。国̬連ӳ会に問ӳせしたとこǖ、ف

ถ点ᡫჷのᚡ᠍の問題Ʃけで実際にはถ点されていないとのׅሉƩった 
・療病の 10 உの担変 
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ってしまった 
・ிෙ҅ᨕ厚生ޅより、ފЈをしているλ院ؕஜ料のьምの中で、சም定目のɟ部変ފの੩Ј

を൭められた。ފЈ内容をᄩᛐし、ϐ੩Јする 
・λ院患者にフǩルテǪを̅用しており、アȬルギーのи˺用にて中ഥになったئӳのᛪ൭はどの

ようにしたらよいか 
ĺ フǩルテǪ 1 ǭットを 28 ଐでлった᫇を 1 ଐとしてᛪ൭する 

・伝ᢋᣓでԠԈ৮Сのある患者に対しᣠእԈλを行った。手ᘐの目でም定したが、μ៲ᣓ以

外のᣠእԈλはϼ置目でም定するようにと指ᅆがあった 
λ院中に̅用開5、ڼ ׅ目でアȬルギーၐཞで中ഥ、സりЎም定できない 
・%NP ౨௹のም定に際しЭׅም定ଐのᚡ᠍が必要であるか。実ଐのᚡ᠍が必要である 
・ᐃ部Ǩǳー、シャントǨǳー、心Ǩǳーのᢅйም定で௹定あり 
˳෩ย定は年に˴ׅくらいが࢘ڲか。ӳ́ၐのஊ無（スクリーニングとして）なら年 1 ׅᆉࡇ。

医療機関μ˳で件ૠが多いとのᜩԓかもしれない 
用ၐͅ፭リȏȓリテーシȧン料がࡑ・ 11 ׅから 5 ׅにถ点。国̬連ӳ会に問ӳせしたとこǖ、ف

ถ点ᡫჷのᚡ᠍の問題Ʃけで実際にはถ点されていないとのׅሉƩった 
・療病の 10 உの担変 

連絡事項　　　No.108

目　　次
　　　― 連　 絡　 事　 項 ―

　　　【厚生労働省・愛知県から】

24　・第 7回産科医療補償制度再発防止に関する報告書の公表について

24　・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第 1項及び第53条の11第

1 項の規定に基づく届け出について（依頼）

24　・地域医療連携推進法人制度について（Q＆A）（通知）

29　・カルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）感染症等に係る試験検査の実施について（通知）

31　・放射線業務における眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策について（通知）

32　・「なくならない脱毛施術による危害」の送付について

33　・「抗微生物薬適正使用の手引き　第一版」の周知について（通知）

この記事は、一般社団法人愛知県病院協会のご協力をいただき編集しています。
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会報（愛知県病院ڠ会）��第275号　平成29年7月 27

（ผఴ1）
地域医療連携推進法人制度について（Q＆A）

ʲ入ࣾ・退ࣾʳ

Q1　地域医療連携推進法人の設ཱࢀ、ޙՃ法人（及びࢀՃ施設）を৽たにՃえたり、退さͤたり
するҙࢥ決定やखଓきは、ࣾ員の入ࣾ・退ࣾに係る定例第4ষにैえばよいのか。ଞに必要な決
ٞ要݅やखଓきはないのか。

　A�　定例については、一般ࣾ団法人及び一般財団法人に関する法律及び医療法の規定にԊͬて例
ࣔしたものであり、必ͣしもこのとおりである必要はないが、これらの法の規定にԊͬて対Ԡし
ていただ͘必要がある。

ʲࢀՃ法人ʳ

Q2　「հޢ事ۀ等」にはༀ局が֘当すると規定されているが、この߹のༀ局にはࣜג会ࣾの։設し
ているༀ局は当વؚまれないということか。

　A�　ඇ営ར法人であることが条݅のため、ࣜג会ཱࣾのༀ局はؚまれない。
ʲ表理事ʳ

Q3　一般ࣾ団法人ではෳの表理事を置͘ことがՄ能となͬているが、医療法第70条の3第1項第
14号においては「表理事を1人置いているものであること。」となͬていることから、地域医療
連携推進法人の表理事は1名（ෳ名は置けない）ということか。

　A　表理事は1名となる。
ʲ理事ʳ

Q4　�認定基४において「理事のうちগな͘とも一人は、診療に関するֶࣝ経ݧ者の団ମの表者そ
のଞの医療連携推進ۀ務のޮ果的な実施のために必要な者として厚生労働省ྩで定める者である
ものであること。」とされているが、この「診療に関するֶࣝ経ݧ者の団ମ」とは۩ମ的にͲのよ
うな団ମを指すのか。

　A　都道府県や܊市区の区域を୯Ґとして設ཱされた医師会、ࣃ科医師会がߟえられる。
ʲ監事ʳ

Q5　医療法第70条の�12�において४用する同法第46条の5第9項において、監事の期については2年
とされているが、定ࣾ࣌員総会のऴ結の࣌までを期とする規定は医療法上ないことから、定࣌
ࣾ員総会の日ఔが年によͬてҧう߹、監事がいないঢ়ଶになるのではないか。

　A�　監事のબについては、当વながらෆࡏ期ؒが生じないようҙしていただ͘必要があるが、
Ծに定にりな͘なる߹は、一般ࣾ団法人及び一般財団法人に関する法律第75条第1項に基づ
き、લの監事はޙ者がबするまでそのۀ務に当たることとなる。（定例第29条第4項及び
同項の備ߟཝࢀর）

ʲ医療連携推進ํʳ

Q6　医療連携推進ํについては、医療連携推進区域や機能分担・ۀ務連携に関する事項等、地域
医療連携推進法人が׆ಈするに当たͬての重要事項が定められたものであり、認定࣌に৹査対
となるものであるが、認定ޙに当֘ํをมߋする߹、都道府県への認Մ申等が必要になる
のか。

　A�　医療連携推進ํのมߋについては、都道府県の認Մ等はෆ要であるが、医療連携推進ํの
มߋにより医療連携推進区域や医療連携推進ۀ務等をมߋすることとなれば、定をมߋする必
要が生ͣる。この߹、認定都道府県においてはその内容を৹査した上で定のมߋ認Մをする
こととなる。

　　�　また、医療連携推進ํをมߋした߹、地域医療連携推進法人は、Πϯλーωοτ等で公表
している当֘ํを速やかにมߋする必要がある。

会報（愛知県病院ڠ会）��第275号　平成29年7月26

関係行政機関からの

【厚生労働省・愛知県から】
第7回産科医療補償制度再発防止に関する報告書の公表について
・29医務第168号　平成29年4月19日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医務画課医療指導グルー
プ　052-954-6275）

・医政総発0330第1号　平成29年3月30日　厚生労働省医政局総務課長
　産科医療補償制度につきましては、平成21年1月から、安心して産科医療を受けられる環境整備の
一環として、①分娩に関連して発症した重度脳性麻庫児とその家族の経済的負担を速やかに補償し、
②脳性麻癒発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供し、③これらによ
り、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的として公益財団法人日本医療
機能評価機構において実施しているところです。
　今般、同様の事例の再発防止のため、「第7回産科医療補償制度再発防止に関する報告書」が公表さ
れましたので、貴職におかれましては、本報告書の内容を御確認の上、貴管内医療機関に対し、周知
をお願いいたします。
　なお、第7回報告書につきましては、別途、公益財団法人日本医療機能評価機構から各都道府県知事、
保健所設置市長及び特別区長宛に送付されており、同機構のホームページ
（http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/index.html）にも掲載されていますことを申し添えます。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第53条の11第1項の規定
に基づく届け出について（依頼）
・29健保医第55号　平成29年4月20日　名古屋市健康福祉局長（担当　保健医療課感染症係　052-972-
2631）

　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「法」という。）第12条第1項の規
定に基づき、医師は診療の結果、受診者が結核患者であると診断したときの発生届は直ちに、また、
法第53条の11第1項の規定に基づき、病院の管理者は結核患者が入退院したときの入退院届は7日以内
に最寄りの保健所長に届け出なければならないとされています。
　今般、本市において、厚生労働省による公衆衛生関係行政事務指導監査が行われましたが、上記届
け出について、法定期限を超えて提出されている事例が散見されたことから、平成29年3月7日付け健
発0307第5号で厚生労働省健康局長から是正勧告を図るよう通知がありました。
　つきましては、法定期限内に上記届け出が必要な旨を今一度、貴会員へ周知をお願いするものです。

地域医療連携推進法人制度について（Q＆A）（通知）
・29医務第249号　平成29年4月27日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医務画課医療指導グルー
プ　052-954-6275）

・事務連絡　平成29年4月20日　厚生労働省医政局医療経営支援課
　地域医療連携推進法人制度については、「地域医療連携推進法人制度について」（平成29年2月17日
付医政発0217第16号厚生労働省医政局長通知）等により制度内容及び運用について周知したところで
すが、これに伴い、Q＆Aを別添のとおり作成しましたので、御了知いただきますようお願いいたし
ます。
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会報（愛知県病院ڠ会）��第275号　平成29年7月 27

（ผఴ1）
地域医療連携推進法人制度について（Q＆A）

ʲ入ࣾ・退ࣾʳ

Q1　地域医療連携推進法人の設ཱࢀ、ޙՃ法人（及びࢀՃ施設）を৽たにՃえたり、退さͤたり
するҙࢥ決定やखଓきは、ࣾ員の入ࣾ・退ࣾに係る定例第4ষにैえばよいのか。ଞに必要な決
ٞ要݅やखଓきはないのか。

　A�　定例については、一般ࣾ団法人及び一般財団法人に関する法律及び医療法の規定にԊͬて例
ࣔしたものであり、必ͣしもこのとおりである必要はないが、これらの法の規定にԊͬて対Ԡし
ていただ͘必要がある。

ʲࢀՃ法人ʳ

Q2　「հޢ事ۀ等」にはༀ局が֘当すると規定されているが、この߹のༀ局にはࣜג会ࣾの։設し
ているༀ局は当વؚまれないということか。

　A�　ඇ営ར法人であることが条݅のため、ࣜג会ཱࣾのༀ局はؚまれない。
ʲ表理事ʳ

Q3　一般ࣾ団法人ではෳの表理事を置͘ことがՄ能となͬているが、医療法第70条の3第1項第
14号においては「表理事を1人置いているものであること。」となͬていることから、地域医療
連携推進法人の表理事は1名（ෳ名は置けない）ということか。

　A　表理事は1名となる。
ʲ理事ʳ

Q4　�認定基४において「理事のうちগな͘とも一人は、診療に関するֶࣝ経ݧ者の団ମの表者そ
のଞの医療連携推進ۀ務のޮ果的な実施のために必要な者として厚生労働省ྩで定める者である
ものであること。」とされているが、この「診療に関するֶࣝ経ݧ者の団ମ」とは۩ମ的にͲのよ
うな団ମを指すのか。

　A　都道府県や܊市区の区域を୯Ґとして設ཱされた医師会、ࣃ科医師会がߟえられる。
ʲ監事ʳ

Q5　医療法第70条の�12�において४用する同法第46条の5第9項において、監事の期については2年
とされているが、定ࣾ࣌員総会のऴ結の࣌までを期とする規定は医療法上ないことから、定࣌
ࣾ員総会の日ఔが年によͬてҧう߹、監事がいないঢ়ଶになるのではないか。

　A�　監事のબについては、当વながらෆࡏ期ؒが生じないようҙしていただ͘必要があるが、
Ծに定にりな͘なる߹は、一般ࣾ団法人及び一般財団法人に関する法律第75条第1項に基づ
き、લの監事はޙ者がबするまでそのۀ務に当たることとなる。（定例第29条第4項及び
同項の備ߟཝࢀর）

ʲ医療連携推進ํʳ

Q6　医療連携推進ํについては、医療連携推進区域や機能分担・ۀ務連携に関する事項等、地域
医療連携推進法人が׆ಈするに当たͬての重要事項が定められたものであり、認定࣌に৹査対
となるものであるが、認定ޙに当֘ํをมߋする߹、都道府県への認Մ申等が必要になる
のか。

　A�　医療連携推進ํのมߋについては、都道府県の認Մ等はෆ要であるが、医療連携推進ํの
มߋにより医療連携推進区域や医療連携推進ۀ務等をมߋすることとなれば、定をมߋする必
要が生ͣる。この߹、認定都道府県においてはその内容を৹査した上で定のมߋ認Մをする
こととなる。

　　�　また、医療連携推進ํをมߋした߹、地域医療連携推進法人は、Πϯλーωοτ等で公表
している当֘ํを速やかにมߋする必要がある。

会報（愛知県病院ڠ会）��第275号　平成29年7月26

関係行政機関からの

【厚生労働省・愛知県から】
第7回産科医療補償制度再発防止に関する報告書の公表について
・29医務第168号　平成29年4月19日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医務画課医療指導グルー
プ　052-954-6275）

・医政総発0330第1号　平成29年3月30日　厚生労働省医政局総務課長
　産科医療補償制度につきましては、平成21年1月から、安心して産科医療を受けられる環境整備の
一環として、①分娩に関連して発症した重度脳性麻庫児とその家族の経済的負担を速やかに補償し、
②脳性麻癒発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供し、③これらによ
り、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的として公益財団法人日本医療
機能評価機構において実施しているところです。
　今般、同様の事例の再発防止のため、「第7回産科医療補償制度再発防止に関する報告書」が公表さ
れましたので、貴職におかれましては、本報告書の内容を御確認の上、貴管内医療機関に対し、周知
をお願いいたします。
　なお、第7回報告書につきましては、別途、公益財団法人日本医療機能評価機構から各都道府県知事、
保健所設置市長及び特別区長宛に送付されており、同機構のホームページ
（http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/index.html）にも掲載されていますことを申し添えます。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第53条の11第1項の規定
に基づく届け出について（依頼）
・29健保医第55号　平成29年4月20日　名古屋市健康福祉局長（担当　保健医療課感染症係　052-972-
2631）

　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「法」という。）第12条第1項の規
定に基づき、医師は診療の結果、受診者が結核患者であると診断したときの発生届は直ちに、また、
法第53条の11第1項の規定に基づき、病院の管理者は結核患者が入退院したときの入退院届は7日以内
に最寄りの保健所長に届け出なければならないとされています。
　今般、本市において、厚生労働省による公衆衛生関係行政事務指導監査が行われましたが、上記届
け出について、法定期限を超えて提出されている事例が散見されたことから、平成29年3月7日付け健
発0307第5号で厚生労働省健康局長から是正勧告を図るよう通知がありました。
　つきましては、法定期限内に上記届け出が必要な旨を今一度、貴会員へ周知をお願いするものです。

地域医療連携推進法人制度について（Q＆A）（通知）
・29医務第249号　平成29年4月27日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医務画課医療指導グルー
プ　052-954-6275）

・事務連絡　平成29年4月20日　厚生労働省医政局医療経営支援課
　地域医療連携推進法人制度については、「地域医療連携推進法人制度について」（平成29年2月17日
付医政発0217第16号厚生労働省医政局長通知）等により制度内容及び運用について周知したところで
すが、これに伴い、Q＆Aを別添のとおり作成しましたので、御了知いただきますようお願いいたし
ます。

愛知県医療法人協会報2017  No.236 2525



会報（愛知県病院ڠ会）��第275号　平成29年7月 2�

ʲ病院等の։設確認ʳ

Q13�　医療法第70条の8第3項において、認定都道府県知事はあらかじめ医療連携推進ۀ務の実施に
支োのないことについて確認することとされているが、Ͳのような؍から確認するのか。

　A　確認をするࡍの؍として、例えば、
　　・当֘病院等を։設する目的
　　・その目的が医療連携推進ۀ務と関連しているか
　　・関連していない߹、医療連携推進ۀ務のΈで事ۀൺ50ˋを超えることができるか
　　・�։設する病院等の機能が、例えば地域医療構において当֘地域に必要なものとされているか

等があり、こうした؍をもとに、人ࡐ໘や資ۚ໘等もؚめて医療連携推進ۀ務の実施に支ো
がないことを確認することとなる。

ʲࢀՃ法人へのҙ見ʳ

Q14　医療法第70条の3第1項第17号において、地域医療連携推進法人の認定基४として、「ࢀՃ法人
が࣍に掲͛る事項そのଞの重要な事項を決定するに当たͬては、あらかじめ、当֘一般ࣾ団法人
にҙ見をٻめなければならないとする旨を定で定めているものであること」とされ、予ࢉの決
定ຢはมߋ等が掲͛られていることに関し、「あらかじめ当֘一般ࣾ団法人にҙ見をٻめる」とは、
۩ମ的にͲのような内容を指すのか。

　A�　ࢀՃ法人における予ࢉの決定ຢはมߋ等の機関決定よりલに、なΜらかのܗで当֘一般ࣾ団法
人（地域医療連携推進認定を受けたޙにおいては、地域医療連携推進法人。以下同じ。）としての
ҙ見をௌ͘プϩηεを経ることをいう。この߹において、当֘一般ࣾ団法人のҙ見については
法的߆ଋྗまではな͘、ࢀՃ法人においては、医療連携推進ํをڞ༗しながら当֘一般ࣾ団法
人にࢀՃしていることを౿まえつつ、దに断することがٻめられる。

Q15　当֘一般ࣾ団法人としてのҙ見はࣾ員総会において決定する必要があるのか。

　A�　当֘一般ࣾ団法人としてのҙ見をࢀՃ法人に対してదにड़ることができるものであれば、
機関決定等のࣜܗは当֘一般ࣾ団法人において決定していただいてࠩし支えない。

Q16　当֘一般ࣾ団法人にҙ見をٻめるλΠϛϯグについて、Ͳのようにߟえるのか。

　A�　ࢀՃ法人が当֘一般ࣾ団法人にҙ見をௌ͘λΠϛϯグは必ͣしもଟՃ法人における機関決定の
直લである必要はない。例えば、ࢀՃ法人において原Ҋを作成したஈ֊で当֘一般ࣾ団法人にҙ
見をௌ͘ํ法、ࢀՃ法人におけるٞに当֘一般ࣾ団法人の員等が出੮し、当֘一般ࣾ団法人
のҙ見を表してड़るํ法等がߟえられる。

　　�　なお、当֘一般ࣾ団法人のҙ見をௌいたޙに原Ҋがେき͘มߋされた߹には再度当֘一般ࣾ
団法人のҙ見をௌ͘खଓをऔるなͲ、ࢀՃ法人が地域医療連携推進ํをڞ༗しながら当֘一般
ࣾ団法人にࢀՃしていることを౿まえたదな対Ԡがٻめられる。

　　�　また、いͣれの߹であͬても、地域医療連携推進評ٞ会が当֘一般ࣾ団法人に対して必要な
ҙ見をड़ることができるよう、当֘一般ࣾ団法人は事લに地域医療連携推進評ٞ会にҙ見をௌ
͘こととなる。

Q17　域的に病院等を運営するようなେ規な法人がࢀՃ法人である߹に、ࢀՃ法人のશての予
。める必要があるのかٻ等についてもҙ見をࢉ

　A　当֘一般ࣾ団法人内で߹ҙされている߹には、
画が໌確ܭۀຢは事ࢉ施設等の運営に係るものをؚΉ予ޢՃ法人において、病院等ຢはհࢀ　�・　　

に区分されている߹には、予ࢉຢは事ܭۀ画の決定について、当֘区分された予ࢉຢは事ۀ
。画についてҙ見をௌ͘ことでりるܭ

　　・�　また、予ࢉ及び事ܭۀ画のมߋ、आ入ۚのआ入れ、重要なᩦ産のॲ分及び定ຢは寄ෟ行ҝ
のมߋについては、ࢀՃ法人が当֘一般ࣾ団法人の医療連携推進区域において։設・管理する
病院等ຢはհޢ施散等に係るもののҙ見をௌ͘ことでりる。
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Q7　医療連携推進ํをมߋする߹は、ࣾ員総会において決ٞする必要があるのか。

　A�　ࣾ員総会において決ٞするかͲうかをؚめ、機関決定等のࣜܗは当֘地域医療連携推進法人に
おいてదに決定していただ͘必要がある。ただし、医療連携推進ํは地域医療連携推進法人
の運営のࠜװをなす重要なものであることから、例えば、表理事のΈの断で当֘ํをมߋ
してଞの者が関༩することのないようなࣜܗは、まし͘ない。

Q8　地域医療連携推進法人の運営が、医療連携推進ํの内容にして行われている߹、都道府
県はͲのような対Ԡをとることができるのか。

　A�　地域医療連携推進法人の監ಜに関しては医療法人に係る規定を४用しており、認定都道府県知
事は、その運営ঢ়گにԠじて、報告ऩやཱ入ݕ査、վળા置໋ྩ等を実施することができる。

ʲ地域医療連携推進評ٞ会のׂʳ

Q9　地域医療連携推進評ٞ会は、地域医療連携推進法人においてͲのようなׂを果たすのか。

　A　地域医療連携推進評ٞ会は、医療法上は
Ճ法人へҙ見をड़る地域医療連携推進法人に対して必要なҙ見をड़ることࢀ・　
　・�地域医療連携推進法人のۀ務の実施ঢ়گに関して評価を行い、必要にԠじてҙ見をड़ることが

能にとͲまらͣ、地域関係者のҙ見を法人運営にݖ能とされているが、これらの医療法上のݖ
өするため、地域医療連携推進法人のۀ務の実施に関する重要なํの決定や地域医療連携推進
法人の運営のࠜװをなす医療連携推進ํのมߋ等の໘において地域医療連携推進評ٞ会のҙ
見をௌ͘ことがましい。

ʲ認定ʳ

Q11　認定申書の添付書ྨのうち、別添3「医療法第70条の3第1項各号に掲͛る基४にద߹するこ
とをূする書ྨ」の「経理等に関する月ࡉ表」において、直ۙにऴ了した会ܭ年度の日ࡏݱの
ֹۚ等を記載するՕ所がるが、一般ࣾ団法人の設ཱからؒもないためॳ年度の本ܭ年度がऴ了い
ない߹、Ͳの࣌で作成すればよいか。

A　�認定申࣌のঢ়گを記載することでࠩし支えない

Q11　ࢀՃ法人のՃや退等により、認定基४のద߹ঢ়گ（事ۀൺやࢀՃ法人のٞ決ׂݖ߹）に
มಈがあͬた߹、Կらかの行政खଓきが必要となるのか。

　A�　ࣾ員のٞ決ݖの等、定に定めた事項にมߋが生じることとなれば、定มߋの認Մ申が
必要となる。なお、ࢀՃ法人の退等により地域医療連携推進法人のঢ়گにมಈがあͬたとしても、
認定基४についてはຬたしଓける必要がある。

　　�　認定都道府県ଆにおいては、ຖ年度の事ۀ報告書とその添付書ྨによりద߹ঢ়گを確認するこ
ととなる。また、必要にԠじて都道府県は監ಜすることができる。

ʲ名শมߋʳ

Q12　医療法第70条の5第2項において、医療連携推進認定により地域医療携推進法人はその名শにつ
いて定มߋを行ͬたとΈなす規定があるが、一ํで、ొ記上は名শมߋすることがٛ務づけら
れている。

　　これにより、定上の名শとొ記上の名শがҟなるঢ়ଶとなͬてしまうのではないか。

　A�　医療連携推進認定を受けた߹、طଘの定にある名শのうち「一般ࣾ団法人」にͬいては「地
域医療連携推進法人」へมߋする定มߋを行ͬたものとΈなされるが、実ࡍの定の表記につ
いては「地域医療連携推進法人」へࣗಈ的に書きわるものではない。ただし、認定ޙ、地域医
療連携推進法人の断により、実ࡍの定の表記を「地域医療連携推進法人」へ書きえること
はな͘、このํ法により、定上の名শとొ記の名শをศٓ的に同一とすることがましい。

愛知県医療法人協会報2017  No.2362626



会報（愛知県病院ڠ会）��第275号　平成29年7月 2�

ʲ病院等の։設確認ʳ

Q13�　医療法第70条の8第3項において、認定都道府県知事はあらかじめ医療連携推進ۀ務の実施に
支োのないことについて確認することとされているが、Ͳのような؍から確認するのか。

　A　確認をするࡍの؍として、例えば、
　　・当֘病院等を։設する目的
　　・その目的が医療連携推進ۀ務と関連しているか
　　・関連していない߹、医療連携推進ۀ務のΈで事ۀൺ50ˋを超えることができるか
　　・�։設する病院等の機能が、例えば地域医療構において当֘地域に必要なものとされているか

等があり、こうした؍をもとに、人ࡐ໘や資ۚ໘等もؚめて医療連携推進ۀ務の実施に支ো
がないことを確認することとなる。

ʲࢀՃ法人へのҙ見ʳ

Q14　医療法第70条の3第1項第17号において、地域医療連携推進法人の認定基४として、「ࢀՃ法人
が࣍に掲͛る事項そのଞの重要な事項を決定するに当たͬては、あらかじめ、当֘一般ࣾ団法人
にҙ見をٻめなければならないとする旨を定で定めているものであること」とされ、予ࢉの決
定ຢはมߋ等が掲͛られていることに関し、「あらかじめ当֘一般ࣾ団法人にҙ見をٻめる」とは、
۩ମ的にͲのような内容を指すのか。

　A�　ࢀՃ法人における予ࢉの決定ຢはมߋ等の機関決定よりલに、なΜらかのܗで当֘一般ࣾ団法
人（地域医療連携推進認定を受けたޙにおいては、地域医療連携推進法人。以下同じ。）としての
ҙ見をௌ͘プϩηεを経ることをいう。この߹において、当֘一般ࣾ団法人のҙ見については
法的߆ଋྗまではな͘、ࢀՃ法人においては、医療連携推進ํをڞ༗しながら当֘一般ࣾ団法
人にࢀՃしていることを౿まえつつ、దに断することがٻめられる。

Q15　当֘一般ࣾ団法人としてのҙ見はࣾ員総会において決定する必要があるのか。

　A�　当֘一般ࣾ団法人としてのҙ見をࢀՃ法人に対してదにड़ることができるものであれば、
機関決定等のࣜܗは当֘一般ࣾ団法人において決定していただいてࠩし支えない。

Q16　当֘一般ࣾ団法人にҙ見をٻめるλΠϛϯグについて、Ͳのようにߟえるのか。

　A�　ࢀՃ法人が当֘一般ࣾ団法人にҙ見をௌ͘λΠϛϯグは必ͣしもଟՃ法人における機関決定の
直લである必要はない。例えば、ࢀՃ法人において原Ҋを作成したஈ֊で当֘一般ࣾ団法人にҙ
見をௌ͘ํ法、ࢀՃ法人におけるٞに当֘一般ࣾ団法人の員等が出੮し、当֘一般ࣾ団法人
のҙ見を表してड़るํ法等がߟえられる。

　　�　なお、当֘一般ࣾ団法人のҙ見をௌいたޙに原Ҋがେき͘มߋされた߹には再度当֘一般ࣾ
団法人のҙ見をௌ͘खଓをऔるなͲ、ࢀՃ法人が地域医療連携推進ํをڞ༗しながら当֘一般
ࣾ団法人にࢀՃしていることを౿まえたదな対Ԡがٻめられる。

　　�　また、いͣれの߹であͬても、地域医療連携推進評ٞ会が当֘一般ࣾ団法人に対して必要な
ҙ見をड़ることができるよう、当֘一般ࣾ団法人は事લに地域医療連携推進評ٞ会にҙ見をௌ
͘こととなる。

Q17　域的に病院等を運営するようなେ規な法人がࢀՃ法人である߹に、ࢀՃ法人のશての予
。める必要があるのかٻ等についてもҙ見をࢉ

　A　当֘一般ࣾ団法人内で߹ҙされている߹には、
画が໌確ܭۀຢは事ࢉ施設等の運営に係るものをؚΉ予ޢՃ法人において、病院等ຢはհࢀ　�・　　

に区分されている߹には、予ࢉຢは事ܭۀ画の決定について、当֘区分された予ࢉຢは事ۀ
。画についてҙ見をௌ͘ことでりるܭ

　　・�　また、予ࢉ及び事ܭۀ画のมߋ、आ入ۚのआ入れ、重要なᩦ産のॲ分及び定ຢは寄ෟ行ҝ
のมߋについては、ࢀՃ法人が当֘一般ࣾ団法人の医療連携推進区域において։設・管理する
病院等ຢはհޢ施散等に係るもののҙ見をௌ͘ことでりる。

会報（愛知県病院ڠ会）��第275号　平成29年7月2�

Q7　医療連携推進ํをมߋする߹は、ࣾ員総会において決ٞする必要があるのか。

　A�　ࣾ員総会において決ٞするかͲうかをؚめ、機関決定等のࣜܗは当֘地域医療連携推進法人に
おいてదに決定していただ͘必要がある。ただし、医療連携推進ํは地域医療連携推進法人
の運営のࠜװをなす重要なものであることから、例えば、表理事のΈの断で当֘ํをมߋ
してଞの者が関༩することのないようなࣜܗは、まし͘ない。

Q8　地域医療連携推進法人の運営が、医療連携推進ํの内容にして行われている߹、都道府
県はͲのような対Ԡをとることができるのか。

　A�　地域医療連携推進法人の監ಜに関しては医療法人に係る規定を४用しており、認定都道府県知
事は、その運営ঢ়گにԠじて、報告ऩやཱ入ݕ査、վળા置໋ྩ等を実施することができる。

ʲ地域医療連携推進評ٞ会のׂʳ

Q9　地域医療連携推進評ٞ会は、地域医療連携推進法人においてͲのようなׂを果たすのか。

　A　地域医療連携推進評ٞ会は、医療法上は
Ճ法人へҙ見をड़る地域医療連携推進法人に対して必要なҙ見をड़ることࢀ・　
　・�地域医療連携推進法人のۀ務の実施ঢ়گに関して評価を行い、必要にԠじてҙ見をड़ることが

能にとͲまらͣ、地域関係者のҙ見を法人運営にݖ能とされているが、これらの医療法上のݖ
өするため、地域医療連携推進法人のۀ務の実施に関する重要なํの決定や地域医療連携推進
法人の運営のࠜװをなす医療連携推進ํのมߋ等の໘において地域医療連携推進評ٞ会のҙ
見をௌ͘ことがましい。

ʲ認定ʳ

Q11　認定申書の添付書ྨのうち、別添3「医療法第70条の3第1項各号に掲͛る基४にద߹するこ
とをূする書ྨ」の「経理等に関する月ࡉ表」において、直ۙにऴ了した会ܭ年度の日ࡏݱの
ֹۚ等を記載するՕ所がるが、一般ࣾ団法人の設ཱからؒもないためॳ年度の本ܭ年度がऴ了い
ない߹、Ͳの࣌で作成すればよいか。

A　�認定申࣌のঢ়گを記載することでࠩし支えない

Q11　ࢀՃ法人のՃや退等により、認定基४のద߹ঢ়گ（事ۀൺやࢀՃ法人のٞ決ׂݖ߹）に
มಈがあͬた߹、Կらかの行政खଓきが必要となるのか。

　A�　ࣾ員のٞ決ݖの等、定に定めた事項にมߋが生じることとなれば、定มߋの認Մ申が
必要となる。なお、ࢀՃ法人の退等により地域医療連携推進法人のঢ়گにมಈがあͬたとしても、
認定基४についてはຬたしଓける必要がある。

　　�　認定都道府県ଆにおいては、ຖ年度の事ۀ報告書とその添付書ྨによりద߹ঢ়گを確認するこ
ととなる。また、必要にԠじて都道府県は監ಜすることができる。

ʲ名শมߋʳ

Q12　医療法第70条の5第2項において、医療連携推進認定により地域医療携推進法人はその名শにつ
いて定มߋを行ͬたとΈなす規定があるが、一ํで、ొ記上は名শมߋすることがٛ務づけら
れている。

　　これにより、定上の名শとొ記上の名শがҟなるঢ়ଶとなͬてしまうのではないか。

　A�　医療連携推進認定を受けた߹、طଘの定にある名শのうち「一般ࣾ団法人」にͬいては「地
域医療連携推進法人」へมߋする定มߋを行ͬたものとΈなされるが、実ࡍの定の表記につ
いては「地域医療連携推進法人」へࣗಈ的に書きわるものではない。ただし、認定ޙ、地域医
療連携推進法人の断により、実ࡍの定の表記を「地域医療連携推進法人」へ書きえること
はな͘、このํ法により、定上の名শとొ記の名শをศٓ的に同一とすることがましい。
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要݅をຬたした上であれば、「ඇ営རܕ一般ࣾ団法人」となるՄ能性はߴい。また、公益ࣾ団法
人となることもՄ能であり、地域医療連携推進法人のありํやそのۀ務の内容にԠじて、法人͝
とにݕ౼いただきたい。

ʲିआ対র表の内༁表の作成ʳ

Q6　७資産૿ࢉܭݮ書内༁表を正確に作成するためには、ିआ対র表を医療連携推進ۀ務会ܭ、そ
のଞۀ務会ܭ、法人会ܭに区分して作成してお͘必要はないか。

　A�　地域医療連携推進法人会ܭ基४ద用上のཹҙ事項ฒびに財産目、७資産産มಈࢉܭ書及びෟ
ଐ໌ࡉ表の作成ํ法に関する運用指（平成29年3月21日付医政発0321第5号厚生労働省医政局長
通知）において、७資産૿ࢉܭݮ内༁表におけるऩ益及びඅ用の事ۀ区分のߟえํをࣔしており、
このߟえํにैͬて७資産૿ࢉܭݮ内༁表を作成することになる。なお、内部管理上のॲ理として、
ିआ対র表科目についても会ܭຖに区分経理することを͛るものではない。

ʲ会ܭ上のมߋ及びաڈのޡටのम正ʳ

Q7　地域医療連携推進法人は、会ܭ上のมߋ及びޡටのగ正に関する会ܭ基४（ۀا会ܭ基४第24
号平成21年12月4日ۀا会ܭ基४ҕ員会）はద用されるのか。

　�A�　会ܭ上のมߋ及びޡටのగ正に関する会ܭ基४は必ͣしもద用することをٻめられているもの
ではないが、地域医療連携推進法人会ܭ基४をద用する以લから会ܭ上のมߋ及びޡටのగ正に
関する会ܭ基४がすでにద用されている߹には、ܧଓద用を൱定することまでٻめるものでは
ない。

　�　�　また、会ܭ上のมߋ及びޡටのగ正に関する会ܭ基४に限らͣ、地域医療連携推進法人会ܭ基
४に記載のない会ܭ基४について、ద用しないことにより財務ॾ表のར用者がޡ解をট͘ڪれが
ある߹には、ద用の必要性について監査人とे分ٞڠすることが必要となる。

ʲ資産আ࠴ڈ務に関する会ܭ基४ʳ

Q8　地域医療連携推進法人は、資産আ࠴ڈ務に関する会ܭ基४（ۀا会ܭ基४第18号平成20年3月31
日ۀا会ܭ基४ҕ員会）はద用されるのか。

　A�　ۀا会ܭでは、資産আ࠴ڈ務を負࠴にܭ上するとともに、これに対Ԡするআڈඅ用を༗ݻܗ定
資産のऔಘ原価にࢉ入し、当֘আڈඅ用はݮ価償٫を通じてඅ用分される会ܭॲ理が導入され
ている。資産আ࠴ڈ務に関する会ܭ基४は必ͣしもద用することをٻめられているものではない
が、地域医療連携推進法人会ܭ基४をద用する以લから資産আ࠴ڈ務に関する本ܭ基४がすでに
ద用されている߹には、ܧଓద用を൱することまでٻめるものではない。

　　�　また、資産আ࠴ڈ務に関する会ܭ基४に限らͣ、地域医療連携推進法人会ܭ基४に記載のない
会ܭ基४について、ద用しないことにより財務ॾ表のར用者がޡ解をট͘ڪれがある߹には、
ద用の必要性について監査人とे分ٞڠすることが必要となる。

ʲ出資に係るऩ益の医療連携推進ۀ務会ܭへのܭ上ʳ

Q9　出資（医療法第70条の8第2項）したࢠ会ࣾに係るऩ益のうち、医療連携推進ۀ務会ܭにܭ上す
るֹは、શֹか、ຢは50ˋか。

　A�　出資に係るऩ益であるࢠ会ࣾからの当ۚ等は、શֹを医療連携推進ۀ務会ܭにܭ上するもの
とする。

ΧϧόϖωϜੑەࡉ科（&3$）ەࡉ感染症にるࠪݕݧࢼの࣮ࢪについて（通知）
・29健対第53-2号　平成29年4月27日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　健康対ࡦ課感染症グ
ループ　052-954-6272）

・健感発0328第4号　平成29年3月28日　厚生労働省健康局結核感染症課長
　Χルόペωム性内ەࡉ科（&3$）ەࡉ感染症等のༀࡎ性を༗するەࡉによる感染症の一部に
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　　　�　ただし、これらの߹にあͬても、当֘ࢀՃ法人શମの運営にӨڹを及΅す重େなものにつ
いてはあらかじめҙ見をௌ͘必要がある。

（ผఴ2）
地域医療連携推進法人会ܭ基४等について（Q＆A）
ʲ会ܭ年度ʳ

Q1　3月31日決ࢉ日の一般ࣾ団法人が、91年10月1日に地域医療連携推進法人の認定を受けた߹、
9�1年4月1日から9�1年9月30日まででいͬたΜ会ܭ年度を区ͬて決ࢉॲ理をしなければならない
か。

　A�　当֘会ܭ年度において、地域医療連携推進法人の認正のલޙの期ؒを通ࢉして財務ॾ表を作成
する。

ʲ地域医療連携推進法人会ܭ基४のద用ʳ

Q2　3月31日決ࢉ日の一般ࣾ団法人が、ैདྷから公益法人会ܭ基४をద用してきたところ、91年10
月1日に地域医療連携推進法人の認定を受けた。この߹、認定を受けた以߱の期ؒ（91年10月1
日以߱の期ؒ）について地域医療連携推進法人会ܭ基४をద用することになるのか、それとも、
認定を受けた会ܭ年度の期ट（91年4月1日）にͬて地域医療連携推進法人会ܭ基४をద用する
ことになるのか。

　A�　地域医療連携推進法人として認定を受けた一般ࣾ団法人については、域医療連携推進法人会ܭ
基४（平成29年3月21日厚生労働省ྩ第19号）第1条の規定により、地域医療連携推進法人会ܭ基
४のద用がٛ務付けられるため、地域医療連携推進法人の認定を受けた会ܭ年度の期ट（91年4
月1日）から地域医療連携推進法人会ܭ基४をద用することになる。

　　�　地域医療連携推進法人の認定を受けるまでの期ؒのଛ益は、内容にԠじて、そのଞۀ務会ܭま
たは法人会ܭにదに区分経理することになる。なお、地域医療連携推進法人へのҠ行をݕ౼し
ている一般ࣾ団法人については、あらかじめ地域医療連携推進法人会ܭ基४のద用を定して区
分経理してお͘ことがまれる。

ʲ公認会࢜ܭ等による監査の対法人ʳ

Q3　地域医療連携推進法人はすて公認会࢜ܭ等による監査を受けなければならないのか。医療法
人のように規等による基४はないのか。

　A　地域医療連携推進法人は、その財政規にかかわらͣ、すて֎部監査の導入がٛ務付けられる。
ʲ公認会࢜ܭ等による監査の対期ؒʳ

Q4　3月31日決ࢉ日の一般ࣾ団法人が、91年10月1日に地域医療連携推進法人の認定を受けた߹に
は、監査の対となる会ܭ期ؒはͲうなるのか。認定を受けた年度である91年4月1日から92年3
月31日までの1年ؒશମが監査の対となるのか。

　A�　地域医療連携推進法人の認定を受けた年度である91年4月1日から92年3月31日までの1年ؒશମ
が監査の対となる。なお、地域医療連携推進法人へҠ行をݕ౼している一般ࣾ団法人については、
あらかじめ監査をҕする公認会࢜ܭຢは監査法人をબ定してお͘ことがましい。

ʲ੫務上のऔりѻいʳ

Q5　地域医療連携推進法人は認定基४からはඇ営རܕ一般ࣾ団法人としてऩ益事ۀ課੫となるとࢥ
われるが、今ޙ、公益（ࣾ団）法人のような੫制༏۰（地域医療連携推進事ۀのඇ課੫等）が整
備されるํ向でௐ整される予定はあるのか。

　�A　地域医療連携推進法人ࣗମの੫制༏۰ા置の予定はない。
　　��　地域医療連携推進法人は一般ࣾ団法人であり、法人੫等はී通課੫となるが、一ํで、地域医

療連携推進法人の認定上、༨ۚの分ې止、関係者へのར益供༩のې止、員の同族制限なͲ
の要݅をຬたしていることから、法人のҙࢥにより、༨財産のؼଐ等に関しても法人੫法上の

愛知県医療法人協会報2017  No.2362828



会報（愛知県病院ڠ会）��第275号　平成29年7月 31

要݅をຬたした上であれば、「ඇ営རܕ一般ࣾ団法人」となるՄ能性はߴい。また、公益ࣾ団法
人となることもՄ能であり、地域医療連携推進法人のありํやそのۀ務の内容にԠじて、法人͝
とにݕ౼いただきたい。

ʲିआ対র表の内༁表の作成ʳ

Q6　७資産૿ࢉܭݮ書内༁表を正確に作成するためには、ିआ対র表を医療連携推進ۀ務会ܭ、そ
のଞۀ務会ܭ、法人会ܭに区分して作成してお͘必要はないか。

　A�　地域医療連携推進法人会ܭ基४ద用上のཹҙ事項ฒびに財産目、७資産産มಈࢉܭ書及びෟ
ଐ໌ࡉ表の作成ํ法に関する運用指（平成29年3月21日付医政発0321第5号厚生労働省医政局長
通知）において、७資産૿ࢉܭݮ内༁表におけるऩ益及びඅ用の事ۀ区分のߟえํをࣔしており、
このߟえํにैͬて७資産૿ࢉܭݮ内༁表を作成することになる。なお、内部管理上のॲ理として、
ିआ対র表科目についても会ܭຖに区分経理することを͛るものではない。

ʲ会ܭ上のมߋ及びաڈのޡටのम正ʳ

Q7　地域医療連携推進法人は、会ܭ上のมߋ及びޡටのగ正に関する会ܭ基४（ۀا会ܭ基४第24
号平成21年12月4日ۀا会ܭ基४ҕ員会）はద用されるのか。

　�A�　会ܭ上のมߋ及びޡටのగ正に関する会ܭ基४は必ͣしもద用することをٻめられているもの
ではないが、地域医療連携推進法人会ܭ基४をద用する以લから会ܭ上のมߋ及びޡටのగ正に
関する会ܭ基४がすでにద用されている߹には、ܧଓద用を൱定することまでٻめるものでは
ない。

　�　�　また、会ܭ上のมߋ及びޡටのగ正に関する会ܭ基४に限らͣ、地域医療連携推進法人会ܭ基
४に記載のない会ܭ基४について、ద用しないことにより財務ॾ表のར用者がޡ解をট͘ڪれが
ある߹には、ద用の必要性について監査人とे分ٞڠすることが必要となる。

ʲ資産আ࠴ڈ務に関する会ܭ基४ʳ

Q8　地域医療連携推進法人は、資産আ࠴ڈ務に関する会ܭ基४（ۀا会ܭ基४第18号平成20年3月31
日ۀا会ܭ基४ҕ員会）はద用されるのか。

　A�　ۀا会ܭでは、資産আ࠴ڈ務を負࠴にܭ上するとともに、これに対Ԡするআڈඅ用を༗ݻܗ定
資産のऔಘ原価にࢉ入し、当֘আڈඅ用はݮ価償٫を通じてඅ用分される会ܭॲ理が導入され
ている。資産আ࠴ڈ務に関する会ܭ基४は必ͣしもద用することをٻめられているものではない
が、地域医療連携推進法人会ܭ基४をద用する以લから資産আ࠴ڈ務に関する本ܭ基४がすでに
ద用されている߹には、ܧଓద用を൱することまでٻめるものではない。

　　�　また、資産আ࠴ڈ務に関する会ܭ基४に限らͣ、地域医療連携推進法人会ܭ基४に記載のない
会ܭ基४について、ద用しないことにより財務ॾ表のར用者がޡ解をট͘ڪれがある߹には、
ద用の必要性について監査人とे分ٞڠすることが必要となる。

ʲ出資に係るऩ益の医療連携推進ۀ務会ܭへのܭ上ʳ

Q9　出資（医療法第70条の8第2項）したࢠ会ࣾに係るऩ益のうち、医療連携推進ۀ務会ܭにܭ上す
るֹは、શֹか、ຢは50ˋか。

　A�　出資に係るऩ益であるࢠ会ࣾからの当ۚ等は、શֹを医療連携推進ۀ務会ܭにܭ上するもの
とする。

ΧϧόϖωϜੑەࡉ科（&3$）ەࡉ感染症にるࠪݕݧࢼの࣮ࢪについて（通知）
・29健対第53-2号　平成29年4月27日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　健康対ࡦ課感染症グ
ループ　052-954-6272）

・健感発0328第4号　平成29年3月28日　厚生労働省健康局結核感染症課長
　Χルόペωム性内ەࡉ科（&3$）ەࡉ感染症等のༀࡎ性を༗するەࡉによる感染症の一部に
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　　　�　ただし、これらの߹にあͬても、当֘ࢀՃ法人શମの運営にӨڹを及΅す重େなものにつ
いてはあらかじめҙ見をௌ͘必要がある。

（ผఴ2）
地域医療連携推進法人会ܭ基४等について（Q＆A）
ʲ会ܭ年度ʳ

Q1　3月31日決ࢉ日の一般ࣾ団法人が、91年10月1日に地域医療連携推進法人の認定を受けた߹、
9�1年4月1日から9�1年9月30日まででいͬたΜ会ܭ年度を区ͬて決ࢉॲ理をしなければならない
か。

　A�　当֘会ܭ年度において、地域医療連携推進法人の認正のલޙの期ؒを通ࢉして財務ॾ表を作成
する。

ʲ地域医療連携推進法人会ܭ基४のద用ʳ

Q2　3月31日決ࢉ日の一般ࣾ団法人が、ैདྷから公益法人会ܭ基४をద用してきたところ、91年10
月1日に地域医療連携推進法人の認定を受けた。この߹、認定を受けた以߱の期ؒ（91年10月1
日以߱の期ؒ）について地域医療連携推進法人会ܭ基४をద用することになるのか、それとも、
認定を受けた会ܭ年度の期ट（91年4月1日）にͬて地域医療連携推進法人会ܭ基४をద用する
ことになるのか。

　A�　地域医療連携推進法人として認定を受けた一般ࣾ団法人については、域医療連携推進法人会ܭ
基४（平成29年3月21日厚生労働省ྩ第19号）第1条の規定により、地域医療連携推進法人会ܭ基
४のద用がٛ務付けられるため、地域医療連携推進法人の認定を受けた会ܭ年度の期ट（91年4
月1日）から地域医療連携推進法人会ܭ基४をద用することになる。

　　�　地域医療連携推進法人の認定を受けるまでの期ؒのଛ益は、内容にԠじて、そのଞۀ務会ܭま
たは法人会ܭにదに区分経理することになる。なお、地域医療連携推進法人へのҠ行をݕ౼し
ている一般ࣾ団法人については、あらかじめ地域医療連携推進法人会ܭ基४のద用を定して区
分経理してお͘ことがまれる。

ʲ公認会࢜ܭ等による監査の対法人ʳ

Q3　地域医療連携推進法人はすて公認会࢜ܭ等による監査を受けなければならないのか。医療法
人のように規等による基४はないのか。

　A　地域医療連携推進法人は、その財政規にかかわらͣ、すて֎部監査の導入がٛ務付けられる。
ʲ公認会࢜ܭ等による監査の対期ؒʳ

Q4　3月31日決ࢉ日の一般ࣾ団法人が、91年10月1日に地域医療連携推進法人の認定を受けた߹に
は、監査の対となる会ܭ期ؒはͲうなるのか。認定を受けた年度である91年4月1日から92年3
月31日までの1年ؒશମが監査の対となるのか。

　A�　地域医療連携推進法人の認定を受けた年度である91年4月1日から92年3月31日までの1年ؒશମ
が監査の対となる。なお、地域医療連携推進法人へҠ行をݕ౼している一般ࣾ団法人については、
あらかじめ監査をҕする公認会࢜ܭຢは監査法人をબ定してお͘ことがましい。

ʲ੫務上のऔりѻいʳ

Q5　地域医療連携推進法人は認定基४からはඇ営རܕ一般ࣾ団法人としてऩ益事ۀ課੫となるとࢥ
われるが、今ޙ、公益（ࣾ団）法人のような੫制༏۰（地域医療連携推進事ۀのඇ課੫等）が整
備されるํ向でௐ整される予定はあるのか。

　�A　地域医療連携推進法人ࣗମの੫制༏۰ા置の予定はない。
　　��　地域医療連携推進法人は一般ࣾ団法人であり、法人੫等はී通課੫となるが、一ํで、地域医
療連携推進法人の認定上、༨ۚの分ې止、関係者へのར益供༩のې止、員の同族制限なͲ
の要݅をຬたしていることから、法人のҙࢥにより、༨財産のؼଐ等に関しても法人੫法上の
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　˓Amp$��ЌʵϥΫλϚーθҨࢠ
の6छܕ09'�、ܕ$#&�、ܕ$$�A、ܕA(%�、ܕ�5*$、ܕ�09.　　

を用いたЌʵϥΫλϚーθ産生性の確認ࡎ્　�2
　˔ϝルΧプτਣࢎφτϦム（4.A）/&%5A�　્༗ɿϝλϩʵЌʵϥΫλϚーθ（.#-）
　˔Ϙϩϯ્　ࢎ༗ɿ,1$ܕ
　˓Ϙϩϯࢎ及びΫϩΩαγϦϯ　્༗ɿAmp$ܕ
　˓Ϋϥϒϥϯ્　ࢎ༗ɿ基質特性֦ுܕЌʵϥΫλϚーθ（&4#-）
�3　ΧルόペωϚーθ産生性を確認するଞのํ法
　˓$arCa�/1�ςετ
　˓$arCapenem�*nactiWation�.ethod�（$*.）
�4　ύルεϑΟールυήルిؾӭಈ（1'(&）解析（同一ەछによるがٙわれる߹に実施）
�5�　プϥεϛυήϊムおよび染৭ମήϊム解析（ੈ࣍γーΫΤϯε（/(4）ٕज़が導入されていな
い地ํ࣏ࣗମでは感染ݚにґཔし、感染ݚにおいて41-1'(&により染৭ମ%/Aとプϥεϛυ%/A
を分ޙਫ਼、�/(4解析を実施）

์ࣹઢۀに͓ける؟のਫথମのඃくにる์ࣹઢো防止対ࡦについて（通知）
・29医務第270号　平成29年5月2日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医務画課医療指導グルー
プ　052-954-6275�）

・基安発0418第2号　平成29年4月18日　厚生労働省労働基४局安શ衛生部長
防止規ଇ（ত47年労働省ྩ第41号。以下「ిଇ」という。）で定めるඃ์ࣹઢোి、ࡏݱ　
ば͘ઢྔ限度については、์ࣹઢ৹ࣝ会の「*$311990年勧告（pVC.60）のࠃ内制度等へのऔ入れにつ
いて（ҙ見۩申）」及びそのଞのࡍࠃ基४のऔ入れに対Ԡするため、平成13年4月1日にվ正されたも
のであり、ిଇ第5条において、์ࣹઢۀ務ै事者の受ける؟のਫথମの等価ઢྔ限度は1年ؒにつ
き150ϛϦγーϕルτとしており、これを超えないようにపఈしているところです。
　一ํで、2011年のࣹ์ࡍࠃઢ防ޢҕ員会（以下「*$31」という。）によるιル໌において、最
ۙのӸֶσーλを基に見直した結果、؟のਫথମの等価ઢྔ限度については、これまでよりもい5
年ؒ平ۉで1年当たり20ϛϦγーϕルτ（年最େ50ϛϦγϕルτ）がࣔされ、ࡍࠃ原ྗࢠ機関（以下
「*A&A」という。）のࡍࠃ基本安શ基४及びٕज़จ書（*A&A�5&$%0$�ᶺ.1731）においても同様の
等価ઢྔ限度がऔり入れられているところです。
　当֘基४のࠃ内規制へのऔ入れについては、今ޙ、์ࣹઢ৹ٞ会におけるٞの進とともに、関
係法ྩの所要のվ正が見ࠐまれまれます。
　貴఼におかれては、ઢྔ基४についてこのようなಈ向があることを了知いただ͘とともに、関係法
ྩが整備されるまでのؒにおいて、関係する医療機関等の事ۀ༲で、*$31でࣔされているA-A3A�（As�
-ow�As�3easonaClZ�AchieWaCle）「すてのඃば͘はࣾ会的、経済的要因をྀߟに入れながら߹理的
にୡ成Մ能な限り͘えるきである」という原ଇにଇり、下記により、実施Մ能なඃば͘ݮ対
。へのऔが進Ήよう周知ํお願いいたしますࡦ

記
��1�　์ࣹઢۀ務をࡏݱ行ͬている事ۀにおいては、์ࣹઢ防ޢの基本原ଇである「ःณをする。์
ࣹઢݯからڑをऔる。作ؒ࣌ۀを͘する。」にଇり、作ํۀ法及びखॱの再確認を行うこと。

　�　また、再確認の結果を౿まえ、必要にԠじて以下にཹҙの上、作ํۀ法の見直し、ඃば͘ݮ対
。すること౼ݕ等をࡦ
　　なお、今ޙ、์ࣹઢۀ務を行う予定の事ۀ༲においても同様のા置をߨじること。
　（1�）์ࣹઢݯと作ۀҐ置とのࣁڑがෆ必要にۙしていないか確認を行い、作ۀҐ置の見直し及び
์ࣹઢのःณを行うこと。

　　�　また、事લに同様の作ۀを์ࣹઢのແい環境でٖ的に行う܇࿅、能ྗ向上ݚम等により、実
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　ついては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（平成�10年法律第114号。
以下「法」という。）第�12�条第1項の規定に基づき、医師による届出が行われていますが、地域にお
けるༀࡎ性ەのまΜԆなͲのྲྀ行ঢ়گをѲするためには当֘性ەに係るৄࡉな解析を行う必要
があります。
　このため、「Χルόペωム性内ەࡉ科ەࡉ感染症」の届出があͬたࡍには、下記により地ํ衛
生ڀݚ所等でのݕݧࢼ査の実施及び地域内の医療機関等への情報提供を行うとともに必要にԠじた対
。の実施をお願いしますࡦ
　また、શ届出がٻめられている5ྨ感染症のうち、「όϯίϚΠγϯ性ԫ৭ϒυەٿ感染症」、
「όϯίϚΠγϯ性ەٿ感染症」及び「ༀࡎ性ΞγωτόΫλー感染症」についても、同様に
当֘患者ݕମ等の提出をٻめ、地ํ衛生ڀݚ所等でのݕݧࢼ査の実施等にめるようお願いします。
　なお、ݕݧࢼ査の実施に当たͬては、ཱࠃ感染症ڀݚ所に対し、ݕ査ํ法等のٕज़的ॿݴをٻめる
ことが出དྷることを申し添えます。

記
　1�　法第12条第1項の規定に基づき、医師から「Χルόペωム性内ەࡉ科ەࡉ感染症」の届出が
あͬたࡍには、法第15条第3項第ീ号の規定に基づき、医療機関等に対し、当֘患者のݕମຢは当
֘患者から分された病原ମの提出をٻめる。

　2�　医療機関等から提出されたݕମຢは病原ମについて、別添のݕ査法をߟࢀに、性Ҩࢠ等の
。査を実施するݕݧࢼ

出情報γεςムをݕ査結果については、感染症αーϕΠϥϯεγεςム（/&4*%）の病原ମݕ　�3　
通じて、所定の事項を厚生労働省に報告する。また、ݕ出されたༀࡎ性ەのঢ়گ及び性Ҩ
。査結果について、当֘地域の医師会及び医療機関等に対し、定期的に情報提供を行うݕ等ࢠ

　4�　性Ҩࢠ等ݕ査結果等により地域におけるྲྀ行がݒ೦される߹は、必要にԠじ、医療機関
等とྗڠし、ྲྀ行ঢ়گについて情報ऩूにめる。また、同一医療機関で性ەのूੵがٙわれ
た߹には、速やかに当֘医療機関に結果を報告する。

　5　本݅に係るݕݧࢼ査の実施については、感染症発生ಈ向ௐ査事ۀの負担ۚの対となる。

（ผఴ）
Χルόペωム性内ەࡉ科ݕ（&3$）ەࡉ査法

　医療機関から分༩され、届出基४をຬたすことが確認されたגەについて、下記の1ʙ3までを地ํ
衛生ڀݚ所において実施すること。このうち、˔については原ଇとして実施するݕ査項目とし、˓に
ついては推されるݕ査項目とする。
　1でݕ出されたҨܕࢠと2�（及び3を実施した߹は3）の産生性の結果が一கすることを確認する。�
4ຢは5については、必要にԠじて、地域における特定の�$3&�のൖがٙわれる߹なͲ地域におけ
るྲྀ行をѲするため実施する。
出ݕホームページで公։している病原ମ（。という「ݚ感染」以下）所ڀݚ感染症ཱࠃ、査法はݕ　
ϚχϡΞルの$3&ݕ査法に४ͣる。
http://www.niid.Ho.jp/niid/imaHes/laC-manVal/3esistant#acteria201612Wl.1.pdG

�1　性Ҩࢠのݕ出
　˔1$3法によるओ要なΧルόペωϚーθҨࢠのݕ出
ܕ��09A-48、ܕ$1,�、ܕ.%/�、ܕ1.*　　
　˓いͣれもෆݕ出の߹、以下のΧルόペωϚーθҨࢠの1$3法によるݕ出
ܕ#.�4、ܕ.(,�、ܕ�l.l、ܕ4&)�、ܕ.*7　　

　ЌʵϥΫλム性機ংの確認のため1$3法による性Ҩࢠのݕ出
　˓基質特ҟ性֦ுܕЌʵϥΫλϚーθ（&4#-）Ҩࢠ
　　$59-.-1�HroVp、�$59-.-2�HroVp�$59-.-9�HroVp
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　˓Amp$��ЌʵϥΫλϚーθҨࢠ
の6छܕ09'�、ܕ$#&�、ܕ$$�A、ܕA(%�、ܕ�5*$、ܕ�09.　　

を用いたЌʵϥΫλϚーθ産生性の確認ࡎ્　�2
　˔ϝルΧプτਣࢎφτϦム（4.A）/&%5A�　્༗ɿϝλϩʵЌʵϥΫλϚーθ（.#-）
　˔Ϙϩϯ્　ࢎ༗ɿ,1$ܕ
　˓Ϙϩϯࢎ及びΫϩΩαγϦϯ　્༗ɿAmp$ܕ
　˓Ϋϥϒϥϯ્　ࢎ༗ɿ基質特性֦ுܕЌʵϥΫλϚーθ（&4#-）
�3　ΧルόペωϚーθ産生性を確認するଞのํ法
　˓$arCa�/1�ςετ
　˓$arCapenem�*nactiWation�.ethod�（$*.）
�4　ύルεϑΟールυήルిؾӭಈ（1'(&）解析（同一ەछによるがٙわれる߹に実施）
�5�　プϥεϛυήϊムおよび染৭ମήϊム解析（ੈ࣍γーΫΤϯε（/(4）ٕज़が導入されていな
い地ํ࣏ࣗମでは感染ݚにґཔし、感染ݚにおいて41-1'(&により染৭ମ%/Aとプϥεϛυ%/A
を分ޙਫ਼、�/(4解析を実施）

์ࣹઢۀに͓ける؟のਫথମのඃくにる์ࣹઢো防止対ࡦについて（通知）
・29医務第270号　平成29年5月2日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医務画課医療指導グルー
プ　052-954-6275�）

・基安発0418第2号　平成29年4月18日　厚生労働省労働基४局安શ衛生部長
防止規ଇ（ত47年労働省ྩ第41号。以下「ిଇ」という。）で定めるඃ์ࣹઢোి、ࡏݱ　
ば͘ઢྔ限度については、์ࣹઢ৹ࣝ会の「*$311990年勧告（pVC.60）のࠃ内制度等へのऔ入れにつ
いて（ҙ見۩申）」及びそのଞのࡍࠃ基४のऔ入れに対Ԡするため、平成13年4月1日にվ正されたも
のであり、ిଇ第5条において、์ࣹઢۀ務ै事者の受ける؟のਫথମの等価ઢྔ限度は1年ؒにつ
き150ϛϦγーϕルτとしており、これを超えないようにపఈしているところです。
　一ํで、2011年のࣹ์ࡍࠃઢ防ޢҕ員会（以下「*$31」という。）によるιル໌において、最
ۙのӸֶσーλを基に見直した結果、؟のਫথମの等価ઢྔ限度については、これまでよりもい5
年ؒ平ۉで1年当たり20ϛϦγーϕルτ（年最େ50ϛϦγϕルτ）がࣔされ、ࡍࠃ原ྗࢠ機関（以下
「*A&A」という。）のࡍࠃ基本安શ基४及びٕज़จ書（*A&A�5&$%0$�ᶺ.1731）においても同様の
等価ઢྔ限度がऔり入れられているところです。
　当֘基४のࠃ内規制へのऔ入れについては、今ޙ、์ࣹઢ৹ٞ会におけるٞの進とともに、関
係法ྩの所要のվ正が見ࠐまれまれます。
　貴఼におかれては、ઢྔ基४についてこのようなಈ向があることを了知いただ͘とともに、関係法
ྩが整備されるまでのؒにおいて、関係する医療機関等の事ۀ༲で、*$31でࣔされているA-A3A�（As�
-ow�As�3easonaClZ�AchieWaCle）「すてのඃば͘はࣾ会的、経済的要因をྀߟに入れながら߹理的
にୡ成Մ能な限り͘えるきである」という原ଇにଇり、下記により、実施Մ能なඃば͘ݮ対
。へのऔが進Ήよう周知ํお願いいたしますࡦ

記
��1�　์ࣹઢۀ務をࡏݱ行ͬている事ۀにおいては、์ࣹઢ防ޢの基本原ଇである「ःณをする。์
ࣹઢݯからڑをऔる。作ؒ࣌ۀを͘する。」にଇり、作ํۀ法及びखॱの再確認を行うこと。

　�　また、再確認の結果を౿まえ、必要にԠじて以下にཹҙの上、作ํۀ法の見直し、ඃば͘ݮ対
。すること౼ݕ等をࡦ
　　なお、今ޙ、์ࣹઢۀ務を行う予定の事ۀ༲においても同様のા置をߨじること。
　（1�）์ࣹઢݯと作ۀҐ置とのࣁڑがෆ必要にۙしていないか確認を行い、作ۀҐ置の見直し及び
์ࣹઢのःณを行うこと。

　　�　また、事લに同様の作ۀを์ࣹઢのແい環境でٖ的に行う܇࿅、能ྗ向上ݚम等により、実
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　ついては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（平成�10年法律第114号。
以下「法」という。）第�12�条第1項の規定に基づき、医師による届出が行われていますが、地域にお
けるༀࡎ性ەのまΜԆなͲのྲྀ行ঢ়گをѲするためには当֘性ەに係るৄࡉな解析を行う必要
があります。
　このため、「Χルόペωム性内ەࡉ科ەࡉ感染症」の届出があͬたࡍには、下記により地ํ衛
生ڀݚ所等でのݕݧࢼ査の実施及び地域内の医療機関等への情報提供を行うとともに必要にԠじた対
。の実施をお願いしますࡦ
　また、શ届出がٻめられている5ྨ感染症のうち、「όϯίϚΠγϯ性ԫ৭ϒυەٿ感染症」、
「όϯίϚΠγϯ性ەٿ感染症」及び「ༀࡎ性ΞγωτόΫλー感染症」についても、同様に
当֘患者ݕମ等の提出をٻめ、地ํ衛生ڀݚ所等でのݕݧࢼ査の実施等にめるようお願いします。
　なお、ݕݧࢼ査の実施に当たͬては、ཱࠃ感染症ڀݚ所に対し、ݕ査ํ法等のٕज़的ॿݴをٻめる
ことが出དྷることを申し添えます。

記
　1�　法第12条第1項の規定に基づき、医師から「Χルόペωム性内ەࡉ科ەࡉ感染症」の届出が
あͬたࡍには、法第15条第3項第ീ号の規定に基づき、医療機関等に対し、当֘患者のݕମຢは当
֘患者から分された病原ମの提出をٻめる。

　2�　医療機関等から提出されたݕମຢは病原ମについて、別添のݕ査法をߟࢀに、性Ҩࢠ等の
。査を実施するݕݧࢼ

出情報γεςムをݕ査結果については、感染症αーϕΠϥϯεγεςム（/&4*%）の病原ମݕ　�3　
通じて、所定の事項を厚生労働省に報告する。また、ݕ出されたༀࡎ性ەのঢ়گ及び性Ҩ
。査結果について、当֘地域の医師会及び医療機関等に対し、定期的に情報提供を行うݕ等ࢠ

　4�　性Ҩࢠ等ݕ査結果等により地域におけるྲྀ行がݒ೦される߹は、必要にԠじ、医療機関
等とྗڠし、ྲྀ行ঢ়گについて情報ऩूにめる。また、同一医療機関で性ەのूੵがٙわれ
た߹には、速やかに当֘医療機関に結果を報告する。

　5　本݅に係るݕݧࢼ査の実施については、感染症発生ಈ向ௐ査事ۀの負担ۚの対となる。

（ผఴ）
Χルόペωム性内ەࡉ科ݕ（&3$）ەࡉ査法

　医療機関から分༩され、届出基४をຬたすことが確認されたגەについて、下記の1ʙ3までを地ํ
衛生ڀݚ所において実施すること。このうち、˔については原ଇとして実施するݕ査項目とし、˓に
ついては推されるݕ査項目とする。
　1でݕ出されたҨܕࢠと2�（及び3を実施した߹は3）の産生性の結果が一கすることを確認する。�
4ຢは5については、必要にԠじて、地域における特定の�$3&�のൖがٙわれる߹なͲ地域におけ
るྲྀ行をѲするため実施する。
出ݕホームページで公։している病原ମ（。という「ݚ感染」以下）所ڀݚ感染症ཱࠃ、査法はݕ　
ϚχϡΞルの$3&ݕ査法に४ͣる。
http://www.niid.Ho.jp/niid/imaHes/laC-manVal/3esistant#acteria201612Wl.1.pdG

�1　性Ҩࢠのݕ出
　˔1$3法によるओ要なΧルόペωϚーθҨࢠのݕ出
ܕ��09A-48、ܕ$1,�、ܕ.%/�、ܕ1.*　　
　˓いͣれもෆݕ出の߹、以下のΧルόペωϚーθҨࢠの1$3法によるݕ出
ܕ#.�4、ܕ.(,�、ܕ�l.l、ܕ4&)�、ܕ.*7　　

　ЌʵϥΫλム性機ংの確認のため1$3法による性Ҩࢠのݕ出
　˓基質特ҟ性֦ுܕЌʵϥΫλϚーθ（&4#-）Ҩࢠ
　　$59-.-1�HroVp、�$59-.-2�HroVp�$59-.-9�HroVp
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　・�　「ফඅ者行政担当部局から提供されたඒ容医療αーϏεに関する情報への対Ԡについて（ґཔ）」
（平成24年3月23日付け医政総発0323第11号・医政医発0323第2号厚生労働省医政局総務課長・医事
課長連名通知）

　・�　「医療機関のホームページの内容のదなありํに関する指（医療機関ホームページΨΠυϥ
Πϯ）について」（平成24年.9月28日付け医政発0928第1号厚生労働省医政局長通知）

　・�　「ඒ容医療αーϏε等のࣗ༝診療におけるΠϯϑΥームυ・ίϯηϯτのऔѻい等について」（平
成25年9月27日付け医政発0927第1号厚生労省医政局長通知）

　・�　「ඒ容医療αーϏε等に関するۤ情૬ஊ情報の׆用について（ґཔ）」（平成28年1月7日付け医政
総発0107第1号生労働省医政局総務課長通知）

　・�　「ඒ容医療αーϏε等のࣗ༝診療におけるΠϯϑΥームυ・ίϯηϯτのऔѻい等に関する質ٙ
Ԡू（Q＆A）の送付について」（平成28年3月31日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡）

ʮ߅ඍ生ༀదਖ਼༻のखҾ͖ɹ第Ұ൛ʯのप知について（通知）
・29健対第519号　平成29年6月7日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　健康対ࡦ課感染症グルー
プ　052-954-6272、結核・؊Ԍグループ　052-954-6626）

・健感発0601第2号　平成29年6月1日　厚生労働省健康局結核感染症課長
　શੈք的にਂࠁなとなͬているༀࡎ性（AntimicroCial� 3esistanceʀA.3）ついては、平成
28年4月に「ༀࡎ性（A.3）対ࡦΞΫγϣϯプϥϯ」（平成28年4月5日ࡍࠃ的にڴҖとなる感染症
対ࡦ関係ֳ྅会ٞ決定）をࡦ定し、各छ対ࡦを進めているところです。
　「ༀࡎ性（A.3）対ࡦΞΫγϣϯプϥϯ」において、ༀࡎ性（A.3）対ࡦを推進するために設
定された6項目の一つである「߅ඍ生ࡎのద正用」は、ༀࡎ性（A.3）を制する上で重要な
対ࡦであり、その推進においては、医療機関等におけるे分な診をલ提として、医療機関やༀ局に
おいて、߅ඍ生ༀの必要性についてదに断し、必要な߹には߅ඍ生ༀをదにॲํするよ
う、周知పఈを図ͬてい͘必要があります。
　この度、医療機関やༀ局における߅ඍ生ༀのదなॲํを支援することにより、ༀࡎ性（A.3）
を制することを目的として、厚生労働省において「߅ඍ生ༀద正用のखҾき第一൛」を作成し
ましたので、׆͘用いただけるよう貴管内の医療機関等への周知をよろし͘お願いいたします。

（用のखҾき�第一൛�本จඍ生ༀద正߅）
63-ɿhttp://www.mhlw.Ho.jp/Gile/06-4eisakVjoVhoV-10900000-,enkoVkZokV/0000166612.�pdG
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者を૿員さͤるなߨҭ受ڭをできるだけॖさͤること。さらに、༗資֨者や特別ؒ࣌ۀの作ࡍ
Ͳ、์ࣹઢۀ務にै事することのできる人員の確保・ҭ成を行うこと。

　（2�）局所的に؟のਫথମへのඃば͘が͘ߴなるおそれのある作ۀについては、์ࣹઢ防ޢ用のめが
Ͷ等の保ޢ۩、医療向けՄಈࣜの防ޢΞΫϦルΨϥε等を用することにより、దなඃば͘防
。ҭを行うことڭ用ํ法に係る用に当たͬては、దなじること。また、そのߨをࡦޢ

��2�　労働者から์ࣹઢඃば͘による؟のਫথମに係る健康ෆ安の申出があͬた߹には、産ۀ医の໘
、産ۀ保健総߹支援ηϯλー、์ࣹઢによる健康Өڹのઐ家なͲを׆用し、労ؒでし߹ͬ
て対Ԡをݕ౼すること。

のਫথମの等価ઢྔのଌ定について、ిଇ第8条第3項に基づき์ࣹઢଌ定؟実施しているࡏݱ　���3
。をదなҐ置にணしているか確認することث

　　また、実ޮઢྔやൽෘの等価ઢྔについても、Ҿきଓきదなઢྔ管理にめること。

ʮͳくͳらͳいໟࢪज़にΑるةʯのૹについて
・29医務第410号　平成29年5月26日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医務画課医療指導グルー
プ　052-954-6275、医務グループ　052-954-6274�）

・事務連絡　平成29年5月11日　厚生労働省医政局総務課、医事課
　ໟ施ज़によりةを受けたという૬ஊについて、医療機関とΤεςそれͧれで受けたものの߹ܭ
が、ࡢ年度はલ年同࣌期にൺて૿Ճ向が見られることや、ಠཱ行政法人ࠃຽ生׆ηϯλーが医
療機関やΤεςでໟを受けたことのあるํを対に実施したΠϯλーωοτΞϯέーτௐ査におい
て、回者の4分の1が、ա3ڈ年ؒにໟを受けたޙにやけͲ、௧Έ、ώϦώϦ感なͲのମ症ঢ়
が生じた経ݧがあるとの回があͬたこと等を౿まえ、その実情を周知するため、今般、ಠཱ行政法
人ࠃຽ生׆ηϯλーより「な͘ならないໟ施ज़によるة」（別添ࢀর）（省ུ）が公表されました。
　そのதで、行政に対して、
　・�　Τεςで医師法に৮する施ज़が行われている߹は、దな対Ԡをߨじること
　・�　ໟを行う医療機関においてे分なΠϯϑΥームυ・ίϯηϯτがなされるよう、指導を行う

こと
　・�　法律に৮するおそれのある医療機関の告について、指導をపఈするよう要、また、ফඅ

者にޡ認を༩えるおそれのある医療機関のホームページについて、指導を行うこと
について要がなされました。
　ඒ容医療αーϏε等については、これまでも、ΠϯϑΥームυ・ίϯηϯτ及び医療機関の告等
のద正Խに向けてదな対Ԡや周知をґཔしてきたところですが、վめて関係通知等を͝確認いただ
き、Ҿきଓき、貴管下の関係団ମ、医療機関等への周知పఈやదな指導等をお願いたします。
　また、医師でない者が診断を行ͬている等の医師法（ত�23年法律第�201号）にҧする行ҝに関
する情報にしたࡍには、దな指導等を行う΄か、必要にԠじて、ܯ等の関係機関とదな連携
を図られるようお願いいたします。
　また、厚生労働省ホームページ「医療法における病院等の告規制について」において、
　・　ඒ容医療αーϏεを受けるに当たͬての確認ϙΠϯτ（政府報平成29年2月）
　・　ඒ容医療等を受けるલに確認したい事項と૬ஊ૭ޱについて（平成29年3月վ定）
を公表していますので、貴࣏ࣗମ内にて関係部ॺとదٓ連携の上、例えば࣏ࣗମ内の受付૭ޱに備え
置͘等、地域ॅຽに対するҙىשのࡍに͝׆用いただきますようお願いいたします。
　（関係通知等）
　・�　「医師໔ڐを༗しない者によるໟ行ҝ等のऔѻいについて」（平成�13年11月8日付け医政医発

第105号厚生労働省医政局医事課長通知）
　・�　「医ۀएし͘はࣃ科医ۀຢは病院एし͘は診療所に関して告しಘる事項等及び告ద正Խのた

めの指導等に関する指（医療告ΨΠυϥΠϯ）」（平成�19年3月30日付け医政発第0330014�号
医政局通知、平成25年9月27日一部վ正）
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　・�　「ফඅ者行政担当部局から提供されたඒ容医療αーϏεに関する情報への対Ԡについて（ґཔ）」
（平成24年3月23日付け医政総発0323第11号・医政医発0323第2号厚生労働省医政局総務課長・医事
課長連名通知）

　・�　「医療機関のホームページの内容のదなありํに関する指（医療機関ホームページΨΠυϥ
Πϯ）について」（平成24年.9月28日付け医政発0928第1号厚生労働省医政局長通知）

　・�　「ඒ容医療αーϏε等のࣗ༝診療におけるΠϯϑΥームυ・ίϯηϯτのऔѻい等について」（平
成25年9月27日付け医政発0927第1号厚生労省医政局長通知）

　・�　「ඒ容医療αーϏε等に関するۤ情૬ஊ情報の׆用について（ґཔ）」（平成28年1月7日付け医政
総発0107第1号生労働省医政局総務課長通知）

　・�　「ඒ容医療αーϏε等のࣗ༝診療におけるΠϯϑΥームυ・ίϯηϯτのऔѻい等に関する質ٙ
Ԡू（Q＆A）の送付について」（平成28年3月31日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡）

ʮ߅ඍ生ༀదਖ਼༻のखҾ͖ɹ第Ұ൛ʯのप知について（通知）
・29健対第519号　平成29年6月7日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　健康対ࡦ課感染症グルー
プ　052-954-6272、結核・؊Ԍグループ　052-954-6626）

・健感発0601第2号　平成29年6月1日　厚生労働省健康局結核感染症課長
　શੈք的にਂࠁなとなͬているༀࡎ性（AntimicroCial� 3esistanceʀA.3）ついては、平成
28年4月に「ༀࡎ性（A.3）対ࡦΞΫγϣϯプϥϯ」（平成28年4月5日ࡍࠃ的にڴҖとなる感染症
対ࡦ関係ֳ྅会ٞ決定）をࡦ定し、各छ対ࡦを進めているところです。
　「ༀࡎ性（A.3）対ࡦΞΫγϣϯプϥϯ」において、ༀࡎ性（A.3）対ࡦを推進するために設
定された6項目の一つである「߅ඍ生ࡎのద正用」は、ༀࡎ性（A.3）を制する上で重要な
対ࡦであり、その推進においては、医療機関等におけるे分な診をલ提として、医療機関やༀ局に
おいて、߅ඍ生ༀの必要性についてదに断し、必要な߹には߅ඍ生ༀをదにॲํするよ
う、周知పఈを図ͬてい͘必要があります。
　この度、医療機関やༀ局における߅ඍ生ༀのదなॲํを支援することにより、ༀࡎ性（A.3）
を制することを目的として、厚生労働省において「߅ඍ生ༀద正用のखҾき第一൛」を作成し
ましたので、׆͘用いただけるよう貴管内の医療機関等への周知をよろし͘お願いいたします。

（用のखҾき�第一൛�本จඍ生ༀద正߅）
63-ɿhttp://www.mhlw.Ho.jp/Gile/06-4eisakVjoVhoV-10900000-,enkoVkZokV/0000166612.�pdG

会報（愛知県病院ڠ会）��第275号　平成29年7月3�

者を૿員さͤるなߨҭ受ڭをできるだけॖさͤること。さらに、༗資֨者や特別ؒ࣌ۀの作ࡍ
Ͳ、์ࣹઢۀ務にै事することのできる人員の確保・ҭ成を行うこと。

　（2�）局所的に؟のਫথମへのඃば͘が͘ߴなるおそれのある作ۀについては、์ࣹઢ防ޢ用のめが
Ͷ等の保ޢ۩、医療向けՄಈࣜの防ޢΞΫϦルΨϥε等を用することにより、దなඃば͘防
。ҭを行うことڭ用ํ法に係る用に当たͬては、దなじること。また、そのߨをࡦޢ

��2�　労働者から์ࣹઢඃば͘による؟のਫথମに係る健康ෆ安の申出があͬた߹には、産ۀ医の໘
、産ۀ保健総߹支援ηϯλー、์ࣹઢによる健康Өڹのઐ家なͲを׆用し、労ؒでし߹ͬ
て対Ԡをݕ౼すること。

のਫথମの等価ઢྔのଌ定について、ిଇ第8条第3項に基づき์ࣹઢଌ定؟実施しているࡏݱ　���3
。をదなҐ置にணしているか確認することث

　　また、実ޮઢྔやൽෘの等価ઢྔについても、Ҿきଓきదなઢྔ管理にめること。

ʮͳくͳらͳいໟࢪज़にΑるةʯのૹについて
・29医務第410号　平成29年5月26日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医務画課医療指導グルー
プ　052-954-6275、医務グループ　052-954-6274�）

・事務連絡　平成29年5月11日　厚生労働省医政局総務課、医事課
　ໟ施ज़によりةを受けたという૬ஊについて、医療機関とΤεςそれͧれで受けたものの߹ܭ
が、ࡢ年度はલ年同࣌期にൺて૿Ճ向が見られることや、ಠཱ行政法人ࠃຽ生׆ηϯλーが医
療機関やΤεςでໟを受けたことのあるํを対に実施したΠϯλーωοτΞϯέーτௐ査におい
て、回者の4分の1が、ա3ڈ年ؒにໟを受けたޙにやけͲ、௧Έ、ώϦώϦ感なͲのମ症ঢ়
が生じた経ݧがあるとの回があͬたこと等を౿まえ、その実情を周知するため、今般、ಠཱ行政法
人ࠃຽ生׆ηϯλーより「な͘ならないໟ施ज़によるة」（別添ࢀর）（省ུ）が公表されました。
　そのதで、行政に対して、
　・�　Τεςで医師法に৮する施ज़が行われている߹は、దな対Ԡをߨじること
　・�　ໟを行う医療機関においてे分なΠϯϑΥームυ・ίϯηϯτがなされるよう、指導を行う

こと
　・�　法律に৮するおそれのある医療機関の告について、指導をపఈするよう要、また、ফඅ

者にޡ認を༩えるおそれのある医療機関のホームページについて、指導を行うこと
について要がなされました。
　ඒ容医療αーϏε等については、これまでも、ΠϯϑΥームυ・ίϯηϯτ及び医療機関の告等
のద正Խに向けてదな対Ԡや周知をґཔしてきたところですが、վめて関係通知等を͝確認いただ
き、Ҿきଓき、貴管下の関係団ମ、医療機関等への周知పఈやదな指導等をお願いたします。
　また、医師でない者が診断を行ͬている等の医師法（ত�23年法律第�201号）にҧする行ҝに関
する情報にしたࡍには、దな指導等を行う΄か、必要にԠじて、ܯ等の関係機関とదな連携
を図られるようお願いいたします。
　また、厚生労働省ホームページ「医療法における病院等の告規制について」において、
　・　ඒ容医療αーϏεを受けるに当たͬての確認ϙΠϯτ（政府報平成29年2月）
　・　ඒ容医療等を受けるલに確認したい事項と૬ஊ૭ޱについて（平成29年3月վ定）
を公表していますので、貴࣏ࣗମ内にて関係部ॺとదٓ連携の上、例えば࣏ࣗମ内の受付૭ޱに備え
置͘等、地域ॅຽに対するҙىשのࡍに͝׆用いただきますようお願いいたします。
　（関係通知等）
　・�　「医師໔ڐを༗しない者によるໟ行ҝ等のऔѻいについて」（平成�13年11月8日付け医政医発

第105号厚生労働省医政局医事課長通知）
　・�　「医ۀएし͘はࣃ科医ۀຢは病院एし͘は診療所に関して告しಘる事項等及び告ద正Խのた

めの指導等に関する指（医療告ΨΠυϥΠϯ）」（平成�19年3月30日付け医政発第0330014�号
医政局通知、平成25年9月27日一部վ正）
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Ჶᘙኡਫ਼᠍会ՃኰʼᲸ         
 
ᲤᲤᲤ医療法人ఞ会ᲤᲤᲤ 

ᘙኡの設Ӹ ཚ山病院 

理事長 Ӵဋࢀ፦ 

病院長 高එ थ 

所נ地 Ƅ484-0094 ཚ山ذࠊ地܌大ဝ 10 

+P アドȬス http://www.oNeiNai.or.jp 

ᩓ話ဪӭ 05�8-�1-1505 

)A; ဪӭ 05�8-�1-4302 

診療科目 内、精、神、ෞ、ࣅ、ႝ、ഫ 

その˂の 
法人設Ӹ ᚧ問Ⴣᜱステーシȧン 

ƻと言 P5 

 。にありますؾまれた院はஙのฌ්と優፦なཚ山؉、ᝅかなᐯに࢘
患者さんの人権を尊重した、ឋの高い治療ؾを੩̓できるよう心ੑけています。

ႏ様からのßฌでଢるくあたたかい病院àとの٣をѕǈに、地域にఌƟし、ਘ

がる医療を実ោしています。 

 
 
 
 
 
 
 
         

 

Ჶዻᨼ後ᚡᲸ 

 
 先ଐ、ݏݼ中に「ឱがつる」という現ᝋが、ɟୌで 3 ׅもឪこり大変つらい思いをしました。ឱ

ᬍをׅしたりឱの甲を˦ޒさせたりマッサージしたりと、ᑥ々ᚾǈながらǦトǦトするとまたȓー

ンとȄッテ、༌ზできずၘいしᠲいɟٸでした。ႏさんもኺ᬴ありませんかᲹ 
年を重ƶるƝとに、「ឱがつる」いわǏる「こǉらᡉり」がفえたように思います。3 ׅឪこった

ଐは、ଐ中によくഩいたこととૠଐ間の事バランスがफかったかなと。そこで、なƥ「ឱがつる

のか」ᛦべてǈました。Ҿ׆は、大きくᎹ˳၅іとɧឱで、多くのئӳはሂᎹ၅і。水Ўやᩓ

解ឋのɧឱ、݊ଡ଼の࣯激な変化、神ኺኒの伝ᢋ機Ꮱ˯ɦなどのいくつかの要እが重なってឪきると

ありました。ሂᎹ၅іがឪこると、၅іཋឋであるʐᣠが伝ᢋ機Ꮱを˯ɦさせる。が偏ると、

Ꮿに様々な伝ᢋをᡛるのに必要なイǪンがɧឱすることにより、˦ 長のストッȑー機Ꮱが外れたཞ

७となり、ီࠝをज़じたᎹ˳が࣯激にӓさせようとしてឱがつりやすくなるとありました。 
ឱがつったときの対ϼ法は、Ĭ˳のщを৷いてၗીしたឱをリラックスさせるĭၘくないಏなᚌࡇ

にするĮၗીしているሖ所はࢍくマッサージしない（ሂᎹやሂにȀメージをɨえ、Ꮉᩉれにつなが

るऀれがあるため）įಏなᚌࡇを見つけ、ǏっくりストȬッȁするİሂᎹのዬࢌཞ७をほƙすため

にឱのщを৷いて、ឱᬍをׅすıឱを˦ばさないようᐐをᇌてるなどឱが˦Ƽきらないཞ७にして

 。るݏ

その˂、ଐࠝ的にĬ高ຜࡇのᩓ解ឋをઅӕする（ȝカリスǨットなど）ĭ1 ଐ 1 リットル以上の水

のઅӕする（できればȟȍラルǦǩーター）Įଐෘに 20 Ўはේかる（˳をภめる）į偏を

せずバランスよくべるİストȬッȁやリンȑマッサージを行う（၅іཋឋをため込まない）ı

ଐზ時間を � 時間以上とる（җЎ安ऒをӕり、၅іׅࣄをはかる）とありました。 
ଔᡮ、1 ଐ 1 リットル以上の水Ўᙀዅとバランスのᑣい事と � 時間のზを心ੑけ、ɦᏃのスト

Ȭッȁをڼめました。 
（6.8.） 
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Ჶᘙኡਫ਼᠍会ՃኰʼᲸ         
 
ᲤᲤᲤ医療法人ఞ会ᲤᲤᲤ 

ᘙኡの設Ӹ ཚ山病院 

理事長 Ӵဋࢀ፦ 

病院長 高එ थ 

所נ地 Ƅ484-0094 ཚ山ذࠊ地܌大ဝ 10 

+P アドȬス http://www.oNeiNai.or.jp 

ᩓ話ဪӭ 05�8-�1-1505 

)A; ဪӭ 05�8-�1-4302 

診療科目 内、精、神、ෞ、ࣅ、ႝ、ഫ 

その˂の 
法人設Ӹ ᚧ問Ⴣᜱステーシȧン 

ƻと言 P5 

 。にありますؾまれた院はஙのฌ්と優፦なཚ山؉、ᝅかなᐯに࢘
患者さんの人権を尊重した、ឋの高い治療ؾを੩̓できるよう心ੑけています。

ႏ様からのßฌでଢるくあたたかい病院àとの٣をѕǈに、地域にఌƟし、ਘ

がる医療を実ោしています。 

 
 
 
 
 
 
 
         

 

Ჶዻᨼ後ᚡᲸ 

 
 先ଐ、ݏݼ中に「ឱがつる」という現ᝋが、ɟୌで 3 ׅもឪこり大変つらい思いをしました。ឱ

ᬍをׅしたりឱの甲を˦ޒさせたりマッサージしたりと、ᑥ々ᚾǈながらǦトǦトするとまたȓー

ンとȄッテ、༌ზできずၘいしᠲいɟٸでした。ႏさんもኺ᬴ありませんかᲹ 
年を重ƶるƝとに、「ឱがつる」いわǏる「こǉらᡉり」がفえたように思います。3 ׅឪこった

ଐは、ଐ中によくഩいたこととૠଐ間の事バランスがफかったかなと。そこで、なƥ「ឱがつる

のか」ᛦべてǈました。Ҿ׆は、大きくᎹ˳၅іとɧឱで、多くのئӳはሂᎹ၅і。水Ўやᩓ

解ឋのɧឱ、݊ଡ଼の࣯激な変化、神ኺኒの伝ᢋ機Ꮱ˯ɦなどのいくつかの要እが重なってឪきると

ありました。ሂᎹ၅іがឪこると、၅іཋឋであるʐᣠが伝ᢋ機Ꮱを˯ɦさせる。が偏ると、

Ꮿに様々な伝ᢋをᡛるのに必要なイǪンがɧឱすることにより、˦ 長のストッȑー機Ꮱが外れたཞ

७となり、ီࠝをज़じたᎹ˳が࣯激にӓさせようとしてឱがつりやすくなるとありました。 
ឱがつったときの対ϼ法は、Ĭ˳のщを৷いてၗીしたឱをリラックスさせるĭၘくないಏなᚌࡇ

にするĮၗીしているሖ所はࢍくマッサージしない（ሂᎹやሂにȀメージをɨえ、Ꮉᩉれにつなが

るऀれがあるため）įಏなᚌࡇを見つけ、ǏっくりストȬッȁするİሂᎹのዬࢌཞ७をほƙすため

にឱのщを৷いて、ឱᬍをׅすıឱを˦ばさないようᐐをᇌてるなどឱが˦Ƽきらないཞ७にして

 。るݏ

その˂、ଐࠝ的にĬ高ຜࡇのᩓ解ឋをઅӕする（ȝカリスǨットなど）ĭ1 ଐ 1 リットル以上の水

のઅӕする（できればȟȍラルǦǩーター）Įଐෘに 20 Ўはේかる（˳をภめる）į偏を

せずバランスよくべるİストȬッȁやリンȑマッサージを行う（၅іཋឋをため込まない）ı

ଐზ時間を � 時間以上とる（җЎ安ऒをӕり、၅іׅࣄをはかる）とありました。 
ଔᡮ、1 ଐ 1 リットル以上の水Ўᙀዅとバランスのᑣい事と � 時間のზを心ੑけ、ɦᏃのスト

Ȭッȁをڼめました。 
（6.8.） 
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大日商事の
健康・美容の通販ショップ

ＳＨＯＰ-ＤＳＨＯＰ-Ｄ
気持ちいい！と
話題の着圧ソックス くすり屋さんがえらぶ

サプリメント

携帯・スマホはこちらから

http://www.shop-dainichi.com

（9：00～17：00 土日祝除く）
お電話はこちらから   0120-18-7015

あなたのアクセスお待ちしています

※ＳＨＯＰ－Ｄでは、
 医薬品の取扱いは
 しておりません。

年２回実施の家庭常備薬等斡旋をご利用ください。






